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ア
メ
リ
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モ
ニ
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リ
ン
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デ
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さ
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Ｓ
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収
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二
〇
〇
二
年
の
Ｓ
Ｏ
Ｘ
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定

　

第
五
節　

結
論
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五
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

五
〇

第
四
章　

お
わ
り
に

第
一
章　

は
じ
め
に

　

平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
の
選
任
は
義
務
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の）

1
（

、
会
社
法
制
審
議
会
で
は
、
社
外
取
締

役
の
要
件
や
社
外
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
な
ど
も
含
め
て
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
監
督
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
研
究
が
公
表
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
そ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
外
取
締
役
（
独
立
取
締
役
）
）
3
（

を
中
心
と
し
た
取
締
役
会
に
よ
る
経
営
の
監
視
︱
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル）

4
（

を
取
り
上

げ
て
、
そ
の
役
割
や
機
能
だ
け
で
な
く
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
が
普
及
し
て
き
た
背
景
に
も
触
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
川
濱
昇
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
が
普
及
し
た
背
景
と
し
て
、﹁
会
社
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
﹂
お
よ
び
﹁
会
社
効

率
性
の
増
大
目
的
﹂
と
い
う
﹁
二
つ
の
要
請
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る）

5
（

。
そ
し
て
、﹁
一
見
し
た
と
こ
ろ
他
国
よ
り
強
力
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
モ
デ
ル
を
持
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
現
在
の
米
国
の
取
締
役
会
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
の
は
多
分
に
歴
史
的
な
偶
然
で
あ
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
﹂
と
す
る）

6
（

。

　

ま
た
、
川
口
幸
美
は
、
ア
メ
リ
カ
で
社
外
取
締
役
の
採
用
が
普
及
し
、
支
持
さ
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
、﹁
⋮
い
わ
ば
、
私
的
自
治
の
原

則
に
基
づ
く
会
社
の
経
済
的
要
請
が
存
在
し
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
広
範
な
裁
量
権
の
付
与
は
経
営
者
の
権
限
濫
用
を
招
き
や
す
く
、
こ

れ
を
防
止
し
、
会
社
、
株
主
及
び
債
権
者
等
、
多
数
の
利
害
関
係
者
の
利
益
を
保
護
す
る
要
請
が
存
在
す
る
。
⋮
両
要
請
の
均
衡
点
と
し
て
、

会
社
の
任
意
機
関
で
あ
る
社
外
取
締
役
制
度
の
採
用
が
支
持
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
る）

7
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
確
か
に
そ
の
背
景
を
説
明
し
て
い
る
も
の
の
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
関
係
す
る
法
ル
ー
ル
が
誰
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ど
の
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う
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ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
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五
一

の
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
法
ル
ー
ル
の
導
入
に
つ
い
て
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
か

ら
検
討
・
説
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
普
及
が
促
さ
れ
て
き
た
背
景
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
と
り
わ
け
米
国
証
券
取
引
委
員
会
（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
す
る
）
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
検
討
を
進
め
る
。
第
二
章
で
は
、
本
稿
の
検
討
方
法
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
三
章
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
関
係
す
る
法
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
を
三
つ
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九

七
七
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
以
下
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
す
る
）
の
上
場
規
則
の
改
正
、
一
九
八
〇
年
代
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判

所
の
敵
対
的
買
収
に
関
す
る
判
例
、
二
〇
〇
二
年
の
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
（
以
下
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
と
す
る
）
の
制
定
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
法
ル
ー
ル
は
、
性
質
は
異
な
る
も
の
の
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
を
特
に
促
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、

本
稿
に
残
さ
れ
た
課
題
な
ど
を
簡
単
に
述
べ
る
。

第
二
章　

本
稿
の
検
討
方
法
お
よ
び
意
義

第
一
節　

検
討
方
法

㈠　

ア
プ
ロ
ー
チ

　

本
稿
で
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
関
係
す
る
法
ル
ー
ル
自
体
の
機
能
的
な
望
ま
し
さ
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
ル
ー
ル

が
導
入
さ
れ
た
当
時
の
社
会
的
背
景
お
よ
び
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
法
ル
ー
ル
が
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

五
二

導
入
さ
れ
た
当
時
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
有
権
者
の
政
治
的
注
目
（P

olitical 

Salience

）
が
ど
れ
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
当
時
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
よ
う
な
法
ル
ー
ル
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ

で
の
様
々
な
ア
ク
タ
ー
と
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
（
以
下
、
連
邦
議
会
と
す
る
）、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
、
大
企
業
の

経
営
陣
と
い
う
社
外
取
締
役
の
導
入
に
何
ら
か
の
利
害
関
係
を
持
つ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
導
入
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
主
体
を
指

す
。

㈡　

合
理
性
の
仮
定

　

本
稿
で
は
、
各
ア
ク
タ
ー
は
、
時
間
や
情
報
と
い
っ
た
点
で
制
限
さ
れ
る
も
の
の
、
既
存
の
制
度
・
仕
組
み
の
中
で
、
自
身
の
利
益
を
最

大
化
す
る
よ
う
な
選
択
を
行
う
と
い
う
意
味
で
合
理
的
で
あ
る
と
仮
定
す
る）

8
（

。

　

た
と
え
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
完
全
な
情
報
や
知
識
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
な
く
、
無
制
限
に
時
間
を
有
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
自
身
の
利
益
を
最
大
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
法
ル
ー
ル
や
組
織
の
目
的
に
反
す
る

決
定
を
行
な
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
各
ア
ク
タ
ー
に
は
、
一
定
の
制
限
が
あ
る
。
ま
た
、
自
身
の
利
益
を
最
大
化
す

る
よ
う
な
選
択
と
は
、
各
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
、
自
身
に
影
響
を
与
え
う
る
主
体
か
ら
最
も
高
く
評
価
さ
れ
る

よ
う
な
選
択
、
あ
る
い
は
、
組
織
の
法
的
権
限
や
予
算
を
最
も
多
く
獲
得
で
き
る
よ
う
な
選
択
と
仮
定
す
る）

9
（

。

㈢　

経
営
陣
の
ロ
ビ
ー
活
動
と
政
治
的
注
目

　

本
稿
で
い
う
経
営
陣
と
は
、
い
わ
ゆ
る
大
企
業
の
経
営
者
の
集
団
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
（
経
団
連
）
が
そ
の
代
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ア
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カ
で
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リ
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五
三

表
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
（B

usiness R
oundtable. 

以
下
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
と
す
る
）
が
大
企
業
の
経

営
者
の
集
団
で
あ
る）
₁₀
（

。
ア
メ
リ
カ
の
経
営
陣
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
意
見
を
経
営
陣
の

意
見
と
し
て
扱
う
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
会
員
以
外
に
も
上
場
企
業
は
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
意
見
が
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
上
場

企
業
の
経
営
者
全
員
の
意
見
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
国
や
州
の
政
策
に
影
響
を
与
え
る
度
合
い
で
い
え
ば）
₁₁
（

、
や
は
り
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
意
見
が

最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る）
₁₂
（

。

　

経
営
陣
は
、
自
身
に
と
っ
て
不
利
な
法
ル
ー
ル
の
改
正
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
そ
の
改
正
を
防
ぐ
た
め
に
、
連
邦
議
会
等
に

対
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
常
に
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ビ
ー
活
動
が
成
功
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
企

業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
よ
り
、
有
権
者
の
政
治
的
な
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
場
合
、
連
邦
議
会
は
、
国
民
の
評
価
を
気
に
し

て
何
ら
か
の
対
応
（
規
制
介
入
）
を
行
っ
た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る）
₁₃
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
経
営
陣
の
ロ
ビ
ー
活
動
に

よ
る
影
響
力
は
通
常
時
よ
り
弱
ま
る
こ
と
か
ら
、
経
営
陣
の
望
む
結
果
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
は
低
く
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
注
目
が
高
ま
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
指
標
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
有
力
紙
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

タ
イ
ム
ズ
の
記
事
の
件
数
を
用
い
る）
₁₄
（

。
具
体
的
に
は
、
問
題
と
な
る
事
案
に
関
連
し
た
語
句
を
検
索
し
、
年
間
の
記
事
件
数
の
増
減
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
相
対
的
に
増
加
し
て
い
た
場
合
を
政
治
的
注
目
が
高
ま
っ
て
い
た
も
の
と
す
る
。

第
二
節　

意　

義

　

本
稿
に
は
、
次
の
二
つ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

　

第
一
の
意
義
は
、
ア
メ
リ
カ
で
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
て
き
た
理
由
を
よ
り
具
体
的
に
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る）
₁₅
（

。
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五
四

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

五
四

　

第
一
章
で
紹
介
し
た
研
究
以
外
に
も
、
従
前
の
わ
が
国
の
研
究
の
な
か
に
は）
₁₆
（

、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
た
背
景
に
つ

い
て
、﹁
社
会
通
念
に
お
け
る
会
社
の
目
的
と
経
営
者
像
の
変
化
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
観
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
﹂
と
説
明
す
る

も
の
も
あ
っ
た）
₁₇
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
（
第
一
章
で
紹
介
し
た
研
究
も
含
め
て
）
は
、
抽
象
的
な
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
て
き
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

さ
ら
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
、
そ
の
役
割
と
結
び
付
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
川
濱
昇
は
、﹁
近

時
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
は
効
率
性
の
積
極
的
な
向
上
を
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る）
₁₈
（

。
一
方
で
、
川
口
幸
美
は
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
役
割
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、﹁
経
営
の
効
率
性
や
経
営
判
断
の
具
体
的
な
妥
当
性
で
は
な
く
、
判
断
決
定

に
お
け
る
手
続
き
の
遵
守
や
経
営
者
の
利
益
相
反
取
引
の
防
止
、
す
な
わ
ち
適
法
性
の
確
保
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
﹂
と
説
明
す
る）
₁₉
（

。
こ
の

よ
う
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
役
割
を
踏
ま
え
た
上
で
説
明
が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
理
解
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る）
₂₀
（

。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
て
き
た
背
景
を
抽
象
的
な
理
念
や
役
割
で
説
明
す
る
だ
け
で

な
く）
₂₁
（

、
本
稿
の
よ
う
な
方
法
で
検
討
す
る
こ
と
で）
₂₂
（

、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
﹁
誰
の
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
﹂
促
さ
れ
て
き

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
₂₃
（

。

　

第
二
の
意
義
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
法
ル
ー
ル
の
形
成
主
体
・
形
成
過
程
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
基
礎

資
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
証
券
取
引
所
に
自
主
規
制
業
務
を
ど
こ
ま
で
委
ね
る
の
か
、
証
券
取
引
所
が
顧
客
で
あ
る
企
業
に
規
制
を
課

す
こ
と
の
利
益
相
反
性
を
ど
の
よ
う
に
軽
減
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た）
₂₄
（

。
た
と
え
ば
、
河
村
賢
治
は
、﹁
取
引
所
に
よ

る
上
場
会
社
規
制
が
適
正
な
規
範
と
し
て
認
め
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
機
能
す
る
）
た
め
﹂
の
四
つ
の
条
件
を
挙
げ
、
そ
の
中
の
一
つ
の
条
件

と
し
て
、﹁
規
制
の
劣
化
に
対
す
る
対
応
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
﹂
こ
と
を
指
摘
す
る）
₂₅
（

。
ま
た
、
温
笑
侗
は
、
ア
メ
リ
カ
の
証
券
取
引
所
の
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

五
五

五
五

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
監
督
と
の
関
係
を
検
討
し
、﹁
取
引
所
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
を

行
う
際
に
、
投
資
者
よ
り
も
自
己
利
益
を
優
先
し
て
し
ま
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
行
政
監
督
が
必
要
と
な
る
﹂
と
述
べ

る
）
₂₆
（

。
ど
ち
ら
の
主
張
も
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
監
督
権
限
等
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
存
在
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
江
頭
憲
治
郎
は
、（
実
質
的
な
意
味
で
の
）
会
社
法
の
ル
ー
ル
形
成
主
体
が
誰
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
わ

が
国
に
お
い
て
、
金
融
庁
が
、
一
般
的
な
監
督
権
限
を
背
景
に
東
京
証
券
取
引
所
規
則
の
規
則
改
正
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い

て
議
論
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
す
る）
₂₇
（

。
そ
れ
以
上
に
詳
し
い
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
文
章
に
付
さ
れ
た
脚
注
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の

権
限
が
特
定
の
法
律
の
授
権
に
基
づ
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば）
₂₈
（

、
江
頭
は
、
少
な
く
と
も
、
明
示
的
に
法
の
委
任
が
な
い
に

も
関
わ
ら
ず
、
経
済
官
庁
が
法
ル
ー
ル
の
形
成
主
体
に
な
る
こ
と
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
に
対
す
る
規
制
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か）
₂₉
（

。
本

稿
は
、
形
式
的
な
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
監
督
権
限
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
的
背
景
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
着
目
し
て
検
討

す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
介
入
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る）
₃₀
（

。

第
三
章　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
を
促
し
た
法
ル
ー
ル
の
形
成

第
一
節　

社
外
取
締
役
の
増
加

　

ア
メ
リ
カ
の
上
場
企
業
の
取
締
役
会
に
占
め
る
社
外
取
締
役
の
構
成
割
合
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
（
図
1

参
照）
₃₁
（

）、
一
九
五
〇
年
に
約
四
八
％
、
一
九
七
〇
年
に
は
約
五
九
％
に
達
し
て
い
た）
₃₂
（

。
一
九
五
六
年
に
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
、
上
場
会
社
の
取
締

役
会
に
少
な
く
と
も
二
名
の
社
外
取
締
役
を
含
む
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
を
除
く
と）
₃₃
（

、
州
法
や
連
邦
法
な
ど
で
、
社
外
取
締
役
の
選
任
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

五
六

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

五
六

を
義
務
付
け
る
規
定
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）
₃₄
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
経
営

陣
は
、
社
外
取
締
役
を
自
発
的
に
選
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
社
外
取
締
役
の
選
任

自
体
に
も
比
較
的
抵
抗
が
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
社
外

取
締
役
は
、大
半
が
﹁
独
立
取
締
役
﹂
で
な
い
﹁
利
害
関
係
の
あ
る
取
締
役
（affiliated 

director

）﹂
で
あ
り）
₃₅
（

、
取
締
役
会
も
形
式
的
な
承
認
の
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た）
₃₆
（

。
ま
た
、

社
長
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
が
実
質
的
な
権
限
を
持
っ
て
お
り
、
社
長
職
の
指
名
だ
け
で
な
く
、

取
締
役
の
選
任
に
も
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
さ
れ
る）
₃₇
（

。
そ
の
た
め
、
経
営
者

に
と
っ
て
、
社
外
取
締
役
は
そ
れ
ほ
ど
や
っ
か
い
な
存
在
で
は
な
か
っ
た）
₃₈
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
以
降
、
社
外
取
締
役
の
中
で
も
、
独
立
取
締
役
の
割
合
が

大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
独
立
取
締
役
の
増
加
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、

特
に
、
一
九
七
七
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
、
一
九
八
〇
年
代
の
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州
最
高
裁
判
所
の
敵
対
的
買
収
に
関
す
る
判
例
、
二
〇
〇
二
年
の
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
制
定

が
挙
げ
ら
れ
る）
₃₉
（

。
わ
が
国
の
研
究
が
ア
メ
リ
カ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
を
検
討
す

る
場
合
に
も
、
一
九
七
〇
年
以
降
の
取
締
役
会
の
変
遷
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る）
₄₀
（

。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
て

い
く
。

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50年 60年 70年 80年 90年 00年 05年

社外取締役
独立取締役

西暦

Jeffrey N. Gordon, The Rise of Independent Directors in the United States, 1995-

2005, 59 Stan. L. Rev. 1465, 1565 table1 （2007）.
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

五
七

五
七

第
二
節　

一
九
七
七
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正

　

最
初
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
九
七
七
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
上
場
企
業
に
経
営
者
か
ら
独
立
し
た
社
外
取
締
役
の
み

で
構
成
さ
れ
る
監
査
委
員
会
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る）
₄₁
（

。
こ
の
よ
う
な
改
正
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
大
き
く

関
係
す
る
。

㈠　

企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
政
治
的
注
目
の
高
ま
り

　

一
九
七
〇
年
代
に
は
、
当
時
最
も
大
き
な
鉄
道
会
社
で
あ
っ
た
ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
の
倒
産
、
そ
し
て
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
る
、
企
業
の
違
法
な
資
金
提
供
と
い
う
二
つ
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
生
じ
た）
₄₂
（

。

　

ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
の
事
案
で
は
、
当
社
は
、
倒
産
の
二
年
前
か
ら
運
転
資
金
不
足
に
陥
っ
て
お
り
、
負
債
が
増
加
し
て
い
た
。
し
か

し
、
取
締
役
会
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
多
額
の
配
当
を
承
認
し
て
い
た）
₄₃
（

。
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
実
態
に
は
、
多
く
の
批
判

が
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る）
₄₄
（

。
当
時
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
記
事
で
は
、
ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
の
倒
産
が
、
投
資
家
の
信
頼
を
傷
つ

け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る）
₄₅
（

。
ま
た
、
同
時
期
に
、
ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
の
大
企
業
の
倒
産
が
生

じ
て
お
り
、
取
締
役
会
の
働
き
に
疑
問
が
生
じ
て
い
た）
₄₆
（

。

　

こ
の
ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
の
倒
産
に
加
え
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
の
調
査
に
よ
り
、
四
五
〇
社
以
上
の
企
業
が

事
業
機
会
を
得
る
た
め
に
海
外
の
政
府
の
役
人
に
﹁
疑
惑
の
支
払
い
﹂
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た）
₄₇
（

。
こ
の
﹁
疑
惑
の
支
払
い
﹂

に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
は
、
こ
の
よ
う
な
支
払
い
の
存
在
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
は
、
当
時
の
取
締
役
会
の
職
務
を
超
え
て
い
た
と
さ
れ
る）
₄₈
（

。

　

図
2
は
、
一
九
七
七
年
ま
で
の
十
年
間
に
つ
い
て
、
プ
ロ
ク
エ
ス
ト
（P

roQ
uest

）
が
提
供
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
ア
ー
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

五
八

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

五
八

カ
イ
ブ
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、﹁independent director

﹂
で
語
句
検

索
し
た
場
合
の
記
事
の
件
数
を
時
系
列
に
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
七

〇
年
代
以
前
は
、
社
外
取
締
役
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
政
治
的
注
目
が
高
く
な
か

っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
、
ほ
ぼ
右
肩
上
が
り
に
政
治
的
注
目
が
高
ま
っ
て
い

る
。

　

ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
は
、
こ
の
よ
う
な
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
加
え
て
、
企

業
の
社
会
的
責
任
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
社
会
活
動
家
で
あ
る
ネ
ー
ダ
ー
（R

alph N
ader

）
は
、
大
企
業
の
活
動

が
人
々
の
生
活
の
質
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張

は
多
く
の
人
々
か
ら
共
感
を
得
て
い
た）
₄₉
（

。
そ
し
て
、
ネ
ー
ダ
ー
は
、
連
邦
レ
ベ
ル

で
の
会
社
法
を
制
定
し
、
社
会
的
問
題
に
関
す
る
企
業
の
開
示
を
義
務
付
け
る
こ

と
な
ど
を
要
求
し
て
い
た）
₅₀
（

。

　

さ
ら
に
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
元
議
長
キ
ャ
リ
ー
（W

illiam
 C

ary

）
は
、一
九
七
四
年
に
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
を
中
心
に
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
最
低
限
の
会

社
法
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　
﹁
⋮
ア
メ
リ
カ
の
企
業
は
、
こ
の
国
の
多
く
の
産
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
便
利
な
手
段
（
筆
者
注
：
連
邦
会
社
法
の
制
定
）

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300
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西暦
74年75年76年77年

件
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independent
director

図２
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

五
九

五
九

を
満
場
一
致
で
排
除
す
る
だ
ろ
う
。
⋮
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
の
病
気
を
治
す
た
め
に
、
企
業
の
責
任
に
関
す
る
連
邦

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
各
州
で
事
業
を
行
う
会
社
に
適
用
さ
れ
、
そ
し
て
、
連

邦
裁
判
官
の
基
準
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
も
の
と
す
る
最
低
限
の
会
社
法
の
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
達
成
さ
れ
う
る
だ

ろ
う
。﹂）
₅₁
（

　

連
邦
議
会
に
お
い
て
も
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
会
社
法
の
制
定
が
議
論
さ
れ
て
お
り）
₅₂
（

、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
当
時
の
議
長
ヒ
ル
ズ
（R

oderick H
ills

）

も
ネ
ー
ダ
ー
な
ど
の
批
判
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
示
し
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
を
主
張
し
て
い
た
。

　
﹁
あ
ま
り
に
も
多
く
の
取
締
役
会
が
内
部
の
取
締
役
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
⋮
取
締
役
の
報
酬
は
、
実
際
の
働
き
に
見
合
わ

な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
価
格
で
設
定
さ
れ
る
。
多
く
の
事
案
で
、
取
締
役
会
に
提
供
さ
れ
る
情
報
は
、
も
っ
ぱ
ら
経
営
陣
が
生
み
出

し
た
も
の
で
あ
り
、⋮
社
外
取
締
役
に
独
立
し
た
調
査
を
行
う
権
限
は
与
え
ら
れ
な
い
。
⋮
多
く
の
取
締
役
会
で
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、

経
営
陣
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
変
更
す
る
と
い
う
実
質
的
な
能
力
を
持
つ
本
当
の
独
立
性
で
あ
る
。﹂）
₅₃
（

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
一
九
七
六
年
に
、
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
（M

elvin A
. E

isenberg

）
が
監
督
機
能
に
重
点
を
置
い
た
取
締
役
会
を
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
と
呼
び
、
少
な
く
と
も
取
締
役
会
の
過
半
数
に
つ
い
て
、（
経
営
者
と
の
間
に
経
済
的
な
利
害
関
係
を
持
た
な
い
）
社

外
取
締
役
を
置
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る）
₅₄
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
企
業
の
社
会
的
責
任
の
高
ま
り
の
影
響
で
、
大
企
業
に
お
け
る
取
締
役
会
の

役
割
に
つ
い
て
、
多
く
の
注
目
が
集
ま
り
、
議
論
さ
れ
て
い
た）
₅₅
（

。
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リ
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六
〇

㈡　

経
営
陣
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　

大
企
業
の
経
営
陣
は
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
七
七
年
の
Ｎ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
に
よ
る
上
場
規
則
の
改
正
以
前
に
、
経
営
陣
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
一
九
七
八
年

に
Ｂ
Ｒ
Ｔ
か
ら
公
表
さ
れ
た
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
取
締
役
会
の
改
革
が
（
表
面
上
は
）
歓
迎
さ
れ
て
い
た）
₅₆
（

。

　
﹁
⋮
取
締
役
会
は
、
過
半
数
の
独
立
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
⋮
監
査
委
員
会
と
報
酬
委
員
会
は
も
っ
ぱ
ら

独
立
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
指
名
委
員
会
の
過
半
数
は
独
立
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。﹂）
₅₇
（

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
一
九
八
二
年
に
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
企
業
責
任
（T

he C
orporate R

esponsibility

）
に
関
す
る
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス

の
議
長
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
（
以
下
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
と
す
る
）
が
公
表
し
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
ド
ラ
フ
ト）
₅₈
（

に
対
し
て
、
激
し
く
反
対
し

て
い
る
。

　
﹁
そ
れ
は
（
筆
者
注
：
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
提
案
）、
す
べ
て
の
取
締
役
会
に
、
機
能
し
な
い
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
を
採
用
さ
せ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
何
も
知
ら
な
い
人
々
の
集
ま
り
に
よ
る
機
能
し
な
い
方
法
で
の
馬
鹿
げ
た
要
求
で
あ
る
。﹂）
₅₉
（

　

ま
た
、
一
九
八
三
年
に
出
さ
れ
た
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
提
案
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
基
本
的
に
、
提
案
さ
れ
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
株
式
会
社
に
追
加
か
つ
不
必
要
な
規
制
の
階
層
を
課
そ
う
と
い
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六
一

う
試
み
を
表
す
。
競
争
の
現
実
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
無
視
す
る
こ
と
で
、
そ
の
提
案
者
は
、
ど
の
よ
う
に
株
式
会
社
の
取
締
役
会
が
構

成
さ
れ
る
べ
き
か
（
た
と
え
ば
、
誰
が
取
締
役
と
な
り
、
取
締
役
会
は
ど
の
よ
う
な
委
員
会
を
持
つ
べ
き
か
）、
そ
し
て
、
株
式
会
社

の
取
締
役
会
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
べ
き
か
（
た
と
え
ば
、
一
定
の
明
確
に
さ
れ
た
範
囲
の
監
視
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

ル
ー
ル
を
正
確
に
明
記
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。﹂）
₆₀
（

　

な
ぜ
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
当
初
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
へ
の
移
行
に
賛
成
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
そ
の
立
場
を
大
き
く

変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
一
九
七
〇
年
代
の
相
次
ぐ
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
に
よ
り
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
会
社
法
の
制
定
を
恐
れ
て
い

た）
₆₁
（

。
特
に
、
一
九
七
六
年
に
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
カ
ー
タ
ー
（Jim

m
y C

arter

）
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
会
社
法
の
制
定
を
支
持
し
て

い
た
と
さ
れ
る）
₆₂
（

。
そ
の
た
め
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
に
よ
る
規
制
介
入
を
避
け
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
一
九
八
〇
年
に
レ
ー
ガ
ン
（R

onald R
eagan

）
が
大
統
領
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
機
に
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
会
社
法
の
制
定
の
可

能
性
が
低
く
な
っ
た）
₆₃
（

。
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
政
策
の
特
徴
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
経
済
・
社
会
活
動
へ
の
介
入
の
抑
制
や
連
邦
政
府
と
州
と

の
間
の
責
任
分
担
に
基
づ
く
州
の
立
場
の
強
化
、
規
制
緩
和
で
あ
る）
₆₄
（

。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
よ
う
に
、
連
邦
レ
ベ

ル
で
の
会
社
法
の
制
定
を
恐
れ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
一
九
八
〇
年
以
降
に
、
大
々
的
に
取
締
役
会
の
改
革
に

反
対
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
経
営
陣
は
、
一
九
七
〇
年
代
は
、
政
治
的
注
目
の
高
い
状
況
で
、
戦
略
的
な
観
点
か
ら
、
取
締
役
会
の
改

革
に
反
対
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
経
営
陣
は
、
連
邦
に
よ
る
規
制
介
入
の
恐
れ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
取
締
役
会
の
改
革
に
反
対
し

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）
₆₅
（

。
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
証
券
取
引
所
や
証
券
業
協
会
に
よ
る
自
主
規
制
機
能
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
自
主
規
制
を
監
視
す
る

た
め
に
、
一
九
三
四
年
の
証
券
取
引
所
法
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
た
公
的
機
関
で
あ
る）
₆₆
（

。
委
員
会
は
、
大
統
領
か
ら
任
命
さ
れ
た
五
名
の
委

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
四
名
以
上
は
同
じ
政
党
員
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）
₆₇
（

。
こ
の
よ
う
な
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る

理
由
は
、
政
治
か
ら
の
独
立
性
・
中
立
性
を
担
保
す
る
た
め
で
あ
る）
₆₈
（

。
も
っ
と
も
、
連
邦
議
会
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
人
的
リ
ソ
ー
ス
を
含
め
た
予
算

の
配
分
を
決
定
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
連
邦
議
会
か
ら
の
評
価
を
高
め
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る）
₆₉
（

。
た
と
え
ば
、
連

邦
議
会
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
十
分
な
働
き
を
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
な
い
と
考
え
た
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
予
算
配
分
や
権

限
が
縮
小
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
特
に
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
働
き
が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
っ
た
批
判
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
組
織
は
、
五
つ
の
部
門
と
二
三
の
局
に
分
か
れ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
で
計
四
五
〇
四
人
の
職
員
が
働
い
て
い
る）
₇₀
（

。
職
員
は
、

弁
護
士
等
の
法
律
家
が
多
い
と
さ
れ
る）
₇₁
（

。
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
一
定
の
業
務
経
験
を
積
ん
だ
後
に
、
民
間
の
有
力
な
法

律
事
務
所）
₇₂
（

や
投
資
銀
行）
₇₃
（

に
転
職
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
職
員
は
、
そ
の
よ
う
な
転
職
に
役
立
つ
専
門
的
な
法
律
知
識
や
事
案
の
処

理
等
の
実
績
を
得
る
た
め
に
、
ル
ー
ル
の
制
定
や
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
施
を
積
極
的
に
行
お
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る

と
考
え
ら
れ
る）
₇₄
（

。
法
律
事
務
所
や
投
資
銀
行
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
こ
の
よ
う
な
職
員
を
雇
う
こ
と
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
の
繋
が
り
や
情
報
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
よ
り
簡
単
に
確
保
で
き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
組
織
全
体
と
し
て
も
、
法
律
事
務
所
等

か
ら
の
需
要
を
生
む
た
め
に
、
自
身
の
法
的
権
限
を
拡
大
・
維
持
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
だ
ろ
う）
₇₅
（

。

　

そ
れ
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
一
連
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
な
か
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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六
三

　

第
一
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
連
邦
議
会
か
ら
の
評
判
を
気
に
す
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
応
を
行
っ

た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た）
₇₆
（

。
連
邦
議
会
も
、
政
治
的
注
目
が
高
ま
っ
た
状
況
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
つ
。
も
っ
と
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
当
時
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
に
つ
い
て
直
接
に
規
制
す
る
権

限
を
（
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
）
有
し
て
お
ら
ず）
₇₇
（

、
こ
の
よ
う
な
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
形
で
ア
ピ
ー
ル
す
る

手
段
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
二
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
し
て
は
、
一
連
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
き
っ
か
け
に
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
領
域
へ
の
規
制
権
限
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る）
₇₈
（

。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
に
お
い
て
、
企

業
の
違
法
な
資
金
提
供
に
対
し
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
領
域
で
、
そ
の
権
限
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₇₉
（

。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
職
員
と
し
て
も
、
企

業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
か
は
転
職
す
る
際
の
重
要
な
経
験
に
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
介
入
す
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
意
向
が
ど
れ
ほ
ど
反
映
さ
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
九
七
五
年
に
は
、
証
券
取
引
所
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
改
正
前
ま
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
証
券
取
引
所
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
っ
た
後
、
証
券
取
引
所
の
上
場
基

準
を
取
り
消
し
た
り
、
修
正
す
る
権
限
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）
₈₀
（

。
し
か
し
、
改
正
後
、
証
券
取

引
所
が
新
し
い
上
場
規
則
を
設
け
た
り
、
改
正
す
る
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
承
認
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
₈₁
（

。
ま
た
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
単

独
で
上
場
規
則
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た）
₈₂
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
改
正
を
行
っ
た
連
邦
議
会
の
意
図
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
上
場
規
則
の
改
正
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₈₃
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
改
正

に
は
、
連
邦
議
会
の
意
向
だ
け
で
な
く
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
意
向
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
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六
四

　

以
上
の
と
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
何
ら
か
の
対
応
を
行
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
他
方
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
、
証
券
取
引
所
の
上
場
規
則
を
通
じ
て
そ

の
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル
を
行
う
し
か
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

㈣　

法
ル
ー
ル
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
一
九
七
七
年
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
基
準
が
改
正
さ
れ
た
の
か
。
先
の
ア
ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
踏
ま
え
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

Ｂ
Ｒ
Ｔ
が
懸
念
し
て
い
た
よ
う
に
、
連
邦
議
会
と
し
て
は
、
政
治
的
注
目
が
高
く
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
会
社
法
を
制

定
す
る
こ
と
も
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
の
選
択
の
可
能
性
は
、
決
し
て
高
く
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
議
会
と
し
て
は
、
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct

）
を
一
九
七
七
年
に
制
定

し
た
こ
と
で
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
な
ど
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対
応
し
た
こ
と
を
世
間
に
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
海
外

腐
敗
行
為
防
止
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
も
、
法
が
適
用
さ
れ
た
事
案
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₈₄
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

法
の
制
定
自
体
は
、
連
邦
議
会
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
少
な

く
と
も
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
と
し
て
、
取
締
役
会
に
関
す
る
何
ら
か
の
規
制
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
そ
れ
ほ
ど
有
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
し
て
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対
処
し
た
こ
と
を
連
邦
議
会
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
取
締
役
会
に
つ

い
て
、
何
ら
か
の
規
制
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
を
改
正
す
る
こ
と
で
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
に
対
処
し
た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
₈₅
（

。
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
は
、
証
券
取
引
所
が
自
発
的
に
採
用
し
た
の
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で
は
な
く
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
り
事
実
上
強
制
的
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
の
背
景
に
は）
₈₆
（

、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
一
九
七
七
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
連
邦
議
会
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

第
三
節　

一
九
八
〇
年
代
の
敵
対
的
買
収
に
関
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
判
決

　

次
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
敵
対
的
買
収
の
事
案
で
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
が
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
が
と
っ
た
防
衛

策
の
是
非
を
判
断
す
る
際
に
、
社
外
取
締
役
の
関
与
を
考
慮
し
た
こ
と
で
あ
る）
₈₇
（

。
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
、
経
営
陣
は
、
敵
対
的
買
収
か
ら
自

身
の
地
位
を
守
る
た
め
に
、
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る）
₈₈
（

。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
防
衛

策
の
是
非
が
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
立
法
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁

判
所
は
、
防
衛
策
の
文
脈
で
社
外
取
締
役
の
関
与
を
考
慮
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
立
場
や
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最

高
裁
判
所
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
関
係
す
る
。

㈠　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
立
場

　

敵
対
的
買
収
に
関
す
る
立
法
は
、
一
九
六
八
年
に
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
初
め
て
行
わ
れ
た）
₈₉
（

。
そ
の
後
、
一
九
八
一
年
ま
で
に
、
三
六
の
州

が
、
同
様
の
立
法
を
設
け
た
と
さ
れ
る）
₉₀
（

。
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
公
開
買
付
け
を
対
象
と
し
て
、
買
収
者
に
よ
る
開
示
や
監
督
官
庁
の
承
認
を

要
求
す
る
も
の
で
、
敵
対
的
買
収
を
実
質
的
に
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
₉₁
（

。

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
反
買
収
法
を
制
定
す
る
な
か
で
、
一
九
八
八
年
ま
で
買
収
に
関
す
る
立
法
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六
六

を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、
立
法
を
行
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
八
〇
年
代
当
時
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
対

し
て
は
、
敵
対
的
買
収
を
困
難
に
す
る
立
法
を
行
う
よ
う
、
様
々
な
方
面
か
ら
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
け
ら
れ
て
い
た）
₉₂
（

。

　

た
と
え
ば
、
Ｍ
＆
Ａ
分
野
で
有
名
な
弁
護
士
で
あ
る
リ
プ
ト
ン
（M

artin L
ipton

）
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
か
ら
（
立
法
を
既
に
行
っ
て

い
る
）
他
の
州
に
移
転
す
る
こ
と
を
勧
め
る
発
言
を
残
し
て
い
る）
₉₃
（

。

　
﹁
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
オ
ハ
イ
オ
そ
し
て
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
は
、
こ
の
敵
対
的
買
収
の
時
代
に
、
会
社
を
設
立
す

る
に
あ
た
っ
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
よ
り
も
は
る
か
に
望
ま
し
い
州
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
か
ら
移
動
す
る
時
が
や
っ

て
き
た
。﹂）
₉₄
（

　

ま
た
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
も
敵
対
的
買
収
を
促
進
す
る
よ
う
な
連
邦
法
の
制
定
に
反
対
し
て
い
た）
₉₅
（

。
た
と
え
ば
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
企
業
責
任
に
関
す
る
タ

ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
の
議
長
で
あ
っ
た
ア
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
（B

rew
ster H

. A
tw

ater, Jr.

）
は
、
公
開
買
付
け
の
改
正
法
案
が
連
邦
議
会
で
議

論
さ
れ
た
時
に
、
い
く
つ
か
の
細
か
い
規
定
に
は
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

　
﹁（
筆
者
注
：
そ
の
法
案
は
）
大
き
な
欠
点
を
も
つ
。
⋮
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
特
徴
の
す
べ
て
を
減
殺
す
る
だ
ろ
う
。﹂

　

そ
し
て
、
そ
の
欠
点
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
伝
統
的
な
州
の
規
制
領
域
に
対
す
る
連
邦
の
介
入
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
の
介
入
が
、
な
ぜ
欠
点
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
﹁
ま
ず
、
州
法
が
会
社
を
定
義
し
、
つ
く
り
だ
す
。
そ
の
上
で
、
州
法
以
外
で
は
、
既
存
の
、
あ
る
い
は
、
今
後
つ
く
り
だ
さ
れ
る

濫
用
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。﹂
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最
終
的
に
、
ア
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、
連
邦
法
は
﹁
あ
ま
り
に
も
融
通
が
き
か
な
い
﹂
と
す
る）
₉₆
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
弁
護
士
や
経
営
陣
と
い
っ
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
立
法
に
影
響
力
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
は
、
敵
対
的
買
収
や
連
邦
法
の
制
定
に

反
対
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
も
、
他
の
州
と
同
様
に
何
ら
か
の
立
法
を
行
っ
て
も
よ
か
っ
た）
₉₇
（

。
た
と
え
ば
、
同
時

期
に
取
締
役
ら
の
善
管
注
意
義
務
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
（
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ル
コ
ム
判
決）
₉₈
（

）、
取
締
役
ら
の
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら

れ
た
後
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、
経
営
陣
を
な
だ
め
る
た
め
に
、
す
ぐ
に
立
法
で
対
応
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₉₉
（

。

　

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
敵
対
的
買
収
に
関
す
る
立
法
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
連
邦
議
会
や
Ｓ

Ｅ
Ｃ
に
よ
る
介
入
を
お
そ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る）
１００
（

。
当
時
は
、
敵
対
的
買
収
に
つ
い
て
、
州
、
あ
る
い
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
等
の
連
邦
側
の
ど

ち
ら
が
そ
の
分
野
を
規
制
す
べ
き
な
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
た）
１０１
（

。
さ
ら
に
、
敵
対
的
買
収
を
含
め
た
公
開
買
付
規
制
は
、
連
邦
議
会
で
も

実
際
に
検
討
さ
れ
て
い
た）
１０２
（

。
特
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
に
防
衛
策
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
し
て
お
り
、
実
際
に
、
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州
の
動
き
を
牽
制
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）
１０３
（

。
も
し
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
敵
対
的
買
収
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
立
法
を
行
う
こ
と
で
、
Ｓ
Ｅ

Ｃ
の
反
感
を
買
っ
た
場
合
、
連
邦
側
か
ら
の
介
入
が
行
わ
れ
て
、
会
社
法
の
中
心
と
し
て
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
、
何
ら
か
の
立
法
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
と
し
て
は
、
裁
判
所
に
そ
の
判
断
を
委
ね
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
色
彩
を
薄
め
、
そ
の
対
立
を
回
避
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る）
１０４
（

。
㈡　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
検
討
す
る
上
で
は
、
次
の
三
つ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
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六
七
巻
一
号�

六
八

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

六
八

　

第
一
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
選
任
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
指
名
委
員

会
の
過
半
数
の
承
認
を
得
た
上
で）
１０５
（

、
最
終
的
に
、
州
知
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る）
１０６
（

。
こ
の
よ
う
な
選
任
方
法
を
設
け
た
理
由
は
、
一
般
的
に
、

政
治
的
な
影
響
や
対
立
か
ら
裁
判
官
を
独
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る）
１０７
（

。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
指
名
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
一

一
人
の
候
補
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
四
人
が
法
律
家
（
弁
護
士
）
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る）
１０８
（

。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
選
任

方
法
は
、
州
議
会
の
中
で
の
政
治
的
な
対
立
は
避
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
有
権
者
の
投
票
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
公
選
制
よ
り
も
、

弁
護
士
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
影
響
を
受
け
や
す
い）
１０９
（

。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
そ
の
選
任
過
程
を
通
じ
て
、
弁
護
士
グ
ル
ー

プ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
の
で
あ
る）
１１０
（

。

　

第
二
に
、
裁
判
所
の
決
定
に
最
も
関
心
を
持
つ
、
あ
る
い
は
、
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ア
ク
タ
ー
は
、
弁
護
士
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る）
１１１
（

。
弁
護
士
は
、
会
社
法
上
の
紛
争
や
相
談
か
ら
手
数
料
収
入
を
得
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
の
決
定
に
強
い
利
害
関
係
を
持
つ）
１１２
（

。
デ
ラ
ウ

ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
明
確
な
法
準
則
の
提
供
に
消
極
的
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に）
１１３
（

、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
法
理
は
、
曖
昧
な
部
分
が

多
く）
１１４
（

、
事
後
的
な
争
い
が
生
じ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
独
立
取
締
役
の
定
義
で
さ
え
、
明
確
な
基
準
を
提
供

せ
ず
に
事
案
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１１５
（

。
こ
の
こ
と
は
、
弁
護
士
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
身
の
収
入
機
会
を
得
や
す

い
法
ル
ー
ル
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
弁
護
士
と
裁
判
官
は
、
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

結
び
付
い
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１１６
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
経
営
陣
も
、
特
に
州
の
立
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
力
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る）
１１７
（

。
し
か
し
、

経
営
陣
の
場
合
に
は
、（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
い
て
）
そ
れ
ほ
ど
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
の
問
題
に
よ
り
、
弁
護
士

グ
ル
ー
プ
と
比
較
し
て
、
そ
の
影
響
力
が
小
さ
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１１８
（

。
ま
た
、
経
営
陣
は
、
裁
判
官
の
選
任
過
程
に
お
い
て
、
弁
護

士
の
よ
う
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い）
１１９
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
弁
護
士
に
と
っ
て
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リ
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ニ
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さ
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巻
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六
九

六
九

望
ま
し
い
（
そ
の
次
に
経
営
陣
に
と
っ
て
望
ま
し
い
）
判
決
を
下
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
こ
と
と
な
る）
１２０
（

。

　

第
三
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
の
優
位
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
事
実
審
裁
判
所
で
あ
る
衡
平
法
裁
判
所
は
、
陪
審
制

度
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
通
常
の
裁
判
所
と
比
較
し
て
、
よ
り
短
い
時
間
で
事
件
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る）
１２１
（

。
さ
ら
に
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
の
訴
訟
に
関
し
て
、
判
決
を
下
す
ま
で
の
所
要
時
間
も
短
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）
１２２
（

、
こ
の
こ

と
は
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）
１２３
（

。
こ
れ
ら
は
、
衡
平
法
裁
判
所
に
関
す
る
指
摘
で
は
あ
る
も
の
の
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
も
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
の
優
位
性
を
失
う
よ
う
な
法
ル
ー
ル
の
運
用
︱
判
決
を
下
す
ま
で
に
過
度
に
時
間
を
要
す
る
よ

う
な
法
ル
ー
ル
の
運
用
︱
を
避
け
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る）
１２４
（

。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
明
確
な
要
件
を
示
す
よ
り
も
、
曖
昧
な
法
ル
ー
ル
を
設
け
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
一
方
で
、
そ
の
法
ル
ー
ル
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。

㈢　

法
ル
ー
ル
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
が
と
っ
た
防
衛
策
に
つ
い
て
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
社

外
取
締
役
の
関
与
を
考
慮
し
た）
１２５
（

。
た
と
え
ば
、
そ
の
後
の
敵
対
的
買
収
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ユ
ノ
カ
ル
判
決）
１２６
（

で
は
、
敵
対
的
買
収
が
対

象
会
社
の
経
営
方
針
や
効
率
性
に
脅
威
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
を
取
締
役
会
が
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過
半

数
を
占
め
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た）
１２７
（

。
ま
た
、
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
モ
ラ
ン
判
決）
１２８
（

や
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
判
決）
１２９
（

で
も
、
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占

め
て
い
た
と
い
う
事
実
が
対
象
会
社
の
取
締
役
会
の
責
任
を
判
断
す
る
際
に
有
利
に
働
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１３０
（

。
な
ぜ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
最
高
裁
判
所
は
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
が
防
衛
策
を
と
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
社
外
取
締
役
の
関
与
を
考
慮
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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七
〇

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

七
〇

　

一
九
八
〇
年
代
の
有
力
な
学
説
は
、デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
と
は
異
な
る
立
場
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
八
一
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
と
フ
ィ
ッ
シ
ェ
ル
（F

rank H
. E

asterbrook &
 D

aniel R
. 

F
ischel

）
の
論
文
は
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
が
防
衛
策
を
と
る
こ
と
自
体
に
反
対
し
て
い
る）
１３１
（

。
ま
た
、
同
じ

年
に
公
表
さ
れ
た
ギ
ル
ソ
ン
（R

onald J. G
ilson

）
の
論
文
も
、防
衛
策
を
採
用
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
上
で
、

対
象
会
社
の
経
営
陣
は
、
株
主
へ
の
情
報
提
供
や
株
主
に
と
っ
て
よ
り
好
ま
し
い
公
開
買
付
け
を
探
す
と
い
っ

た
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る）
１３２
（

。
そ
の
翌
年
に
公
表
さ
れ
た
ベ
ブ
チ
ャ
ッ
ク
（L

ucian A
. 

B
ebchuk

）
の
論
文
も
、
ギ
ル
ソ
ン
と
同
様
の
立
場
で
、
経
営
者
が
潜
在
的
な
買
付
者
に
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
で
、敵
対
的
買
収
を
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
た）
１３３
（

。
こ
の
よ
う
に
、

当
時
の
学
説
は
、
対
象
会
社
の
経
営
陣
が
防
衛
策
を
採
用
す
る
こ
と
自
体
に
否
定
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
社
外
取
締
役
の
関
与
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
学
説
も
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た

が
）
１３４
（

、
社
外
取
締
役
の
中
立
性
が
そ
れ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
こ
と
や）
１３５
（

経
営
陣
の
利
益
相
反
を
解
消
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
特
別
委
員
会
も
実
務
で
は
そ
れ
ほ
ど
効
果
を
発
揮
し
て
い
な
い）
１３６
（

と
い
っ
た
指
摘
を
考
慮
す
る
と
、
機

能
的
な
面
か
ら
も
決
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
敵
対
的
買
収
に
お
け
る

利
益
相
反
を
解
消
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
社
外
取
締
役
の
関
与
よ
り
も
、
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
意
思
決
定
主

体
に
委
ね
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
と
い
え
る）
１３７
（

。

　

ゴ
ー
ド
ン
（Jeffrey N

. G
ordon

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
当
時
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
に
は
、
三
つ
の
選

択
肢
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
買
収
防
衛
策
を
完
全
に
禁
止
し
て
株
主
に
そ
の
判
断
を
委
ね
る
か
、

経
営
陣
に
敵
対
的
買
収
に
反
対
す
る
自
由
な
裁
量
を
与
え
る
か
、
裁
判
所
に
買
収
防
衛
策
の
合
理
性
を
判
断
さ

表1

弁護士 経営陣 連邦側

防衛策を無条件に禁止 × × ○

条件付きで防衛策を認容 ○ △ △

防衛策を無条件に認容 △ ○ ×



（　
　

）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
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七
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せ
る
か
、
で
あ
る）
１３８
（

。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
判
断
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
選
択
肢
の
中
で
は
、
最
後
の
選
択
肢
に
近
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
選
択
肢
だ
け
で
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
以
外
の
ア
ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
上
に
、
社
外
取

締
役
の
関
与
を
考
慮
し
た
理
由
を
説
明
で
き
な
い
。

　

表
1
は
、
弁
護
士
・
経
営
陣
・
連
邦
側
（
特
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
の
防
衛
策
に
つ
い
て
の
選
好
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る）
１３９
（

。

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
に
と
っ
て
、
最
も
難
し
い
選
択
肢
は
、
防
衛
策
を
無
条
件
に
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

裁
判
所
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
弁
護
士
や
経
営
陣
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。他
方
で
、

防
衛
策
を
無
条
件
に
認
容
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
側
の
介
入
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
（
と
考
え
ら
れ
た
）
か
ら
で

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
消
去
法
的
に
、
条
件
付
き
で
防
衛
策
を
認
容
し
た
。
こ
の
よ
う
な
選
択
は
、
弁
護
士
に

と
っ
て
最
も
好
ま
し
い）
１４０
（

。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所
が
防
衛
策
を
無
条
件
に
認
容
す
る
と
、
経
営
陣
と
し
て
は
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
必
要
性
が

減
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
一
定
の
条
件
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
経
営
陣
は
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
ま
た
、
そ
の

条
件
と
し
て
、﹁
株
主
総
会
の
承
認
が
あ
れ
ば
防
衛
策
を
認
め
る
﹂
と
い
っ
た
ル
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
明
確
な
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
営

陣
は
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
防
衛
策
を
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
で
、﹁
裁
判
所
が
防
衛
策
の
内
容
や
買
収

価
格
な
ど
に
つ
い
て
す
べ
て
審
査
す
る
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
審
査
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁

判
所
が
も
つ
迅
速
な
判
断
と
い
う
優
位
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
事
後
的
に
審
査
す

る
よ
う
な
法
ル
ー
ル
を
設
け
つ
つ
も
、
社
外
取
締
役
の
関
与
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
審
査
に
要
す
る
時
間
を
抑
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
決
定
は
、
経
営
陣
に
と
っ
て
も
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
社
外
取
締
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

七
二

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

七
二

役
の
選
任
は
、
経
営
陣
の
事
前
の
承
認
を
経
た
上
で
行
わ
れ
て
お
り）
１４１
（

、
経
営
陣
は

そ
れ
に
よ
っ
て
社
外
取
締
役
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
）
１４２
（

。
㈣　

連
邦
側
は
な
ぜ
介
入
し
な
か
っ
た
の
か
？

　

㈢
の
表
1
に
あ
る
よ
う
に
、
連
邦
側
に
と
っ
て
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判

所
の
決
定
は
、
最
も
望
ま
し
い
選
択
肢
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
連
邦
側
が

何
ら
か
の
介
入
を
行
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
連
邦
側
は
、
行

動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
お
そ
ら
く
、
一
九
八
五
年
以
降
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に

関
す
る
ウ
ォ
ー
ル
街
の
一
連
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
考
え
ら
れ
る
。
一
九
八
〇
年
代

の
企
業
買
収
の
増
加
に
伴
い
、
大
手
証
券
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
や
法
律
事
務
所

が
そ
の
未
公
開
情
報
を
利
用
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
う
こ
と
が
問
題
と

な
っ
て
い
た）
１４３
（

。
プ
ロ
ク
エ
ス
ト
が
提
供
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
ア
ー

カ
イ
ブ
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、﹁insider trade

﹂
で
語
句
検
索
し
た

と
こ
ろ
（
図
3
参
照
）、
一
九
八
五
年
に
は
、
六
九
件
の
ヒ
ッ
ト
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
一
九
八
六
年
に
は
一
七
二
件
、
一
九
八
七
年
も
一
三
五
件
、
一
九
八
八

年
も
一
二
八
件
と
件
数
が
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
イ
ン
サ

200
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0
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図３
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

七
三

七
三

イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
、
一
九
八
六
年
以
降
、
政
治
的
注
目
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
有
権
者
は
、
敵
対
的
買
収
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）
１４４
（

、
む
し
ろ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
温
床

に
な
っ
て
い
る
企
業
買
収
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た）
１４５
（

。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
側
と
し
て
は
、
敵
対
的
買
収
の
問
題
に
介
入
す
る
よ
り
も
、

国
民
の
注
目
や
批
判
が
集
ま
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
一
九
八
八
年
に
は
、

頻
発
す
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
た
め
に
、
内
部
者
取
引
・
証
券
詐
欺
執
行
法
（Insider T

rading and Securities F
raud 

E
nforcem

ent A
ct

）
が
制
定
さ
れ
て
い
る）
１４６
（

。
こ
の
法
で
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
防
止
す
る
た
め
の
規
則
が
導
入
さ

れ
た）
１４７
（

。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
経
営
陣
に
よ
る
防
衛
策
の
採
用
お
よ
び
社
外
取
締
役
の
関
与
に
は
、
直
接
的
に
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
関
係
し
て
い
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
決
定
は
、
連
邦
議
会
や
Ｓ
Ｅ

Ｃ
が
介
入
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
が
失
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
介
入
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
一
連
の
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
問
題
に
よ
り
、
特
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
敵
対
的
買
収
に
介
入
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
１４８
（

。

第
四
節　

二
〇
〇
二
年
の
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
制
定

　

最
後
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
で
あ
る
。
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
、
企
業
の
会
計
不
祥
事
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
監
査
法
人
の
監
督
制
度
や
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
強
化
を
中
心
と
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
、
監
査
委
員
会
の
独

立
性
等
を
確
保
す
る
要
件
を
設
け
て
、
こ
の
要
件
を
充
足
し
な
い
発
行
者
の
証
券
の
上
場
を
認
め
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
証
券
取
引
所
に

対
し
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
規
則
の
制
定
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
義
務
付
け
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
規
則
法

規
則
一
〇
Ａ
︱
三
を
採
択
し
た
。
こ
の
規
則
は
、
監
査
委
員
会
の
取
締
役
が
そ
の
取
締
役
と
し
て
の
地
位
以
外
で
の
報
酬
を
受
領
す
る
こ
と
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

七
四

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

七
四

の
禁
止
お
よ
び
発
行
者
や
そ
の
子
会
社
の
関
係
者
で
な
い
こ
と
（
以
下
で
は
、
監
査

委
員
会
の
独
立
性
と
す
る
）、
な
ど
の
要
件
を
充
足
し
な
い
場
合
、
証
券
取
引
所
は
、

発
行
者
の
証
券
の
上
場
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る）
１４９
（

。
も
っ
と
も
、
最
終
的
に
、

二
〇
〇
三
年
に
行
わ
れ
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
で
は
、
取
締
役
会
の
過
半

数
が
独
立
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
や
独
立
取
締
役
の
み
で
構
成
さ
れ
る

指
名
委
員
会
・
報
酬
委
員
会
の
設
置
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
よ
り
も
厳
し

い
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る）
１５０
（

。
こ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
背
景

に
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
。

㈠　

企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
一
九
七
〇
年
代
と
の
違
い

　

わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
〇
一
年
の
エ
ン
ロ

ン
、
二
〇
〇
二
年
の
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
な
ど
、
大
企
業
の
会
計
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
立
て

続
け
に
生
じ
た）
１５１
（

。

　

エ
ン
ロ
ン
事
件
で
は
、
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
等
の
金
融
商
品
が
適
切
に
時
価
評
価

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て）
１５２
（

、
特
別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
に
不
良
資
産
を

売
却
す
る
こ
と
で
、
そ
の
損
失
が
エ
ン
ロ
ン
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
会
計
処
理
さ
れ
て

い
た）
１５３
（

。
し
か
も
、
当
時
の
監
査
法
人
は
、
こ
の
よ
う
な
不
正
な
会
計
処
理
を
認
識
し

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ル
ド

1200
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な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

七
五

七
五

コ
ム
事
件
も
、
通
常
は
費
用
処
理
す
べ
き
も
の
が
繰
延
資
産
と
し
て
不
正
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。
両
社
と
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
名
の
知

ら
れ
た
企
業
で
あ
り
、
そ
の
不
正
な
会
計
処
理
お
よ
び
そ
の
後
の
倒
産
は
、
有
権
者
の
注
目
を
集
め
た
。

　

も
っ
と
も
、
プ
ロ
ク
エ
ス
ト
が
提
供
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、﹁independent 

director

﹂
で
語
句
検
索
し
た
と
こ
ろ
（
図
4
参
照
：
一
九
七
〇
年
代
と
比
較
）、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
頃
は
、
社
外
取
締
役
に
関

す
る
政
治
的
注
目
は
高
ま
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
落
ち
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
よ
う
に
、
次
第
に
政
治
的
注
目
が

高
ま
っ
て
き
た
と
い
う
状
況
と
は
異
な
る
。
ま
た
、社
外
取
締
役
よ
り
も
、監
査
法
人
に
関
す
る
政
治
的
注
目
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
る
（
図

4
参
照
：﹁accounting firm
﹂
で
語
句
検
索
）。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
連
邦
議
会
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
今
回
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対

し
て
何
ら
か
の
対
応
を
行
う
必
要
性
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
関
す
る
規
定
を
立
法
に
よ
り
新
た
に
設
け
る

必
要
性
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
も
、
す
で
に
一
九
九
九
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
で
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
は
、
よ

り
厳
し
く
さ
れ
て
い
た）
１５４
（

。
同
改
正
で
は
、
上
場
企
業
の
監
査
委
員
会
が
三
名
以
上
の
独
立
性
の
要
件
を
満
た
す
社
外
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
こ
と
や
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
以
上
が
財
務
も
し
く
は
会
計
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た）
１５５
（

。

㈡　

経
営
陣
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　

Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
今
回
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
発
生
し
た
後
に
、﹁
計
算
書
類
・
財
務
報
告
の
誠
実
さ
や
透
明
性
に
焦
点
を
当
て
る
上
で
、

独
立
取
締
役
の
重
要
性
や
取
締
役
会
の
独
立
性
﹂
を
強
調
し
て
い
た
と
さ
れ
る）
１５６
（

。
ま
た
、Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
一
部
の
メ
ン
バ
ー
は
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
完
全
に
変
貌
す
る
こ
と
を
望
む
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
た）
１５７
（

。
さ
ら
に
、
連
邦
議
会
の
下
院
の
委
員
会
の
公
聴
会
で
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
の
議
長
で
あ
っ
た
レ
イ
ン
ズ
（F

ranklin D
. R

aines

）
が
、
次
の
よ
う

に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

七
六

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

七
六

　
﹁
⋮
取
締
役
会
や
監
査
委
員
会
の
監
視
の
も
と
で
、
会
社
の
財
務
状
況
を
正
直
に
提
出
し
、
そ
の
事
業
や
会
社
の
財
務
の
健
全
性
を

投
資
家
が
評
価
で
き
る
よ
う
十
分
な
開
示
を
行
う
こ
と
は
、
経
営
陣
の
責
任
で
あ
る
。﹂）
１５８
（

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
レ
イ
ン
ズ
が
挙
げ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
六
つ
の
指
針
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
以
上
の
発
言

か
ら
す
る
と
、
経
営
陣
は
、
今
回
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
り
、
取
締
役
会
に
つ
い
て
何
ら
か
の
規
制
が
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、

加
え
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
機
関
投
資
家
や
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
発
言
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た）
１５９
（

。
た
し
か
に
、
同
時
期
に
問
題
に
な
っ

て
い
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
が
反
対
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と）
１６０
（

、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
が
素
直
に
そ
の
改
革

を
望
ん
で
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
一
九
七
〇
年
代
と
同
様
に
、
経
営
陣
と
し
て
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
高
ま
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
過
剰
な
規
制
介
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
１６１
（

。

　

他
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
今
回
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
は
、
企
業
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
に
対
処
し
た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
章
第
二
節
㈢
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
治
的
注

目
が
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
連
邦
議
会
や
有
権
者
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
対
処
を
行
っ
た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
に
、（
連
邦
法
上
に
基
づ
い
て
）

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
権
限
を
拡
大
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
。

　

実
際
に
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
提
案
が
基
礎
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
１６２
（

。
ま
た
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
、
後
で
み
る
よ
う
に
、
上

院
の
民
主
党
の
ド
ラ
フ
ト
が
元
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
上
院
の
審
議
や
公
聴
会
に
お
い
て
も
、
過
去
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
議
長
や
関
係
者
の
発
言

が
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
い
る）
１６３
（

。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
制
定
後
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
三
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
の
改
正
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
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七
七

七
七

以
前
の
議
長
の
ア
イ
デ
ア
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い）
１６４
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
経
営
陣
は
、
一
九
七
七
年
と
同
様
に
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
影
響
に
よ
り
法
改
正
に
強
く
反
対
で
き
な
い

一
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
積
極
的
に
介
入
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
㈠
で
み
た
よ
う
に
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
に

監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
規
定
を
あ
え
て
設
け
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
で
監
査
委
員
会
の
独

立
性
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
立
法
過
程
に

つ
い
て
、
ロ
マ
ー
ノ
（R

obert R
om

ano

）
の
研
究
を
参
考
に
検
討
し
て
い
く
。

㈢　

法
ル
ー
ル
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
下
院
）

　

連
邦
議
会
は
、
上
院
と
下
院
、
二
つ
の
議
会
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
二
つ
の
議
会
は
、
議
員
の
定
数
や
任
期
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、

法
案
を
審
議
し
法
律
を
制
定
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
権
限
を
も
つ）
１６５
（

。
法
案
は
、
議
員
に
よ
っ
て
、
ま
ず
所
属
す
る
議
会
に

提
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
委
員
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
１６６
（

。
こ
の
委
員
会
で
は
、
重
要
法
案
の
場
合
、
公
聴
会
と
い
う
場
が
設
け
ら
れ
て
、

多
く
の
関
係
者
が
委
員
会
所
属
の
議
員
か
ら
の
質
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
委
員
長
が
誰
を
公
聴
会
に
呼
ぶ
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
強
い
権
限
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、公
聴
会
は
主
に
﹁
政
治
的
な
シ
ョ
ー
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
の
見
方
も
あ
る）
１６７
（

。
法
案
は
、

委
員
会
で
可
決
さ
れ
れ
ば
、
本
会
議
に
か
け
ら
れ
、
そ
こ
で
可
決
さ
れ
れ
ば
、
も
う
一
方
の
議
会
に
送
付
さ
れ
る）
１６８
（

。
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
場
合
、
下

院
で
可
決
さ
れ
た
法
案
は
、
上
院
で
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
採
用
さ
れ
ず
、
よ
り
厳
し
い
法
案
が
提
案
さ
れ
、
最
終
的
に
上
院
の
法
案
を
ベ
ー

ス
に
し
た
も
の
が
採
用
さ
れ
た）
１６９
（

。

　

上
院
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
下
院
の
法
案
は
、
下
院
の
多
数
党
で
あ
っ
た
共
和
党
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
下
院
に
お
い
て
、
そ
の
法
案

は
、
一
日
限
り
の
審
議
で
通
過
し
た
よ
う
で
あ
る）
１７０
（

。
民
主
党
は
、
当
初
は
、
そ
の
法
案
に
反
対
し
て
い
た
が
、
選
挙
が
迫
っ
て
い
た
こ
と
も
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ど
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カ
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リ
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及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

七
八

あ
り
最
終
的
に
支
持
し
た）
１７１
（

。
こ
の
よ
う
な
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
後
で
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
立
法
に
よ
り
対
処
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
重

要
で
、
共
和
党
の
法
案
が
内
容
的
に
十
分
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
た
こ
と
を
有
権
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
難
し
い
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
下
院
で
当
初
提
案
さ
れ
た
法
案
に
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
規
定
が
な
か
っ
た）
１７２
（

。
た
と
え
ば
、
下
院
の
金
融
サ
ー
ビ
ス

委
員
会
の
レ
ポ
ー
ト
の
少
数
意
見
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
元
議
長
が
同
様
の
趣
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
引
用
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
委
員
会
か
ら
報
告
さ
れ
た
法
案
に
は
、
独
立
取
締
役
が
本
当
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
。
そ
の

法
案
は
、
独
立
取
締
役
が
、
取
締
役
会
の
一
員
と
し
て
働
く
一
方
で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
る
実
務
を

中
止
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
規
定
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）
１７３
（

　

さ
ら
に
、
下
院
の
審
議
で
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
基
準
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず）
１７４
（

、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
が
重
要
な
テ
ー

マ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）
１７５
（

。
下
院
議
員
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
の
た
め
に
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
規
定
を
設
け
る

意
図
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

㈣　

法
ル
ー
ル
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
上
院
）

　

上
院
で
は
、
正
規
の
上
院
規
則
と
は
関
係
な
く
、
伝
統
的
に
、
法
案
の
可
決
に
は
全
会
一
致
が
要
求
さ
れ
る）
１７６
（

。
そ
の
た
め
、
多
数
党
が
そ

の
数
の
力
で
押
し
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
数
党
と
の
調
整
が
必
要
に
な
る
。
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上
院
の
法
案
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
主
党
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た）
１７７
（

。
民
主
党
の
法
案
に
は
、
下
院
の
法
案
よ
り
も
厳
し
い
規
制
が

設
け
ら
れ
て
い
た
。
当
初
、
共
和
党
は
、
そ
の
法
案
の
成
立
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
、
討
論
の
終
結
を
優
先
さ
せ
て

い
る
。
下
院
と
同
様
に
選
挙
を
控
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
共
和
党
に
と
っ
て
も
、
ま
ず
は
迅
速
に
立
法
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
か
ら

で
あ
る）
１７８
（

。

　

上
院
の
法
案
に
は
、
下
院
の
法
案
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た）
１７９
（

。
も
っ
と
も
、
上

院
で
も
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い）
１８０
（

。
ま
た
、
上
院
と
し
て
も
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処

と
い
う
意
味
で
は
、
監
査
員
会
の
独
立
性
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
カ
ル
な
規
定
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
り
も
、
刑
事
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
設
け
た

こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
方
が
望
ま
し
か
っ
た）
１８１
（

。
し
た
が
っ
て
、
上
院
に
お
い
て
も
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
関
す
る
規
定
が
重
要
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い）
１８２
（

。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
下
院
の
み
な
ら
ず
上
院
の
議
員
に
と
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
規
定
が
、
上
院
の
法
案
に
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
理
由
は
、
上
院
の
委
員
会
の
公
聴
会
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
関
係
者
が
数
多
く
呼
ば
れ）
１８３
（

、
そ
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る）
１８４
（

。
下
院

の
委
員
会
の
公
聴
会
で
証
言
し
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
関
係
者
は
三
名
で
あ
っ
た
一
方
で
、
上
院
の
委
員
会
の
公
聴
会
で
証
言
し
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
関
係
者
は
十

名
で
あ
っ
た）
１８５
（

。
さ
ら
に
、
両
方
の
公
聴
会
に
呼
ば
れ
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
元
議
長
ヒ
ル
ズ
（
一
九
七
七
年
に
社
外
取
締
役
の
独
立
性
を
強
く
主
張
し

て
い
た
）
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
を
立
法
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
上
院
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　　
﹁
私
は
、
法
的
資
格
の
あ
る
独
立
し
た
監
査
委
員
会
が
一
定
の
株
主
数
以
上
で
保
有
さ
れ
る
会
社
す
べ
て
の
取
締
役
会
に
提
供
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
議
会
が
立
法
化
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
二
五
年
を
経
て
（
筆
者
注
：
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ

の
上
場
規
則
で
監
査
委
員
会
の
独
立
性
が
要
求
さ
れ
て
か
ら
二
五
年
）、
監
査
委
員
会
は
、
法
的
な
支
持
に
値
す
る
。
⋮
監
査
委
員
会
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さ
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八
〇

の
権
限
は
、
そ
の
責
任
と
同
様
に
、
立
法
に
よ
る
強
さ
を
必
要
と
す
る
。﹂）
１８６
（

　

ヒ
ル
ズ
以
外
に
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
関
係
者
が
上
院
の
公
聴
会
で
監
査
委
員
会
の
独
立
性
を
主
張
し
て
い
た）
１８７
（

。
一
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
関
係
者
で
な

い
者
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
つ
い
て
特
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た）
１８８
（

。
監
査
委
員
会
の
独
立
性
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
時
に
も
、
次
の
よ

う
に
答
え
て
い
る
。

　
﹁
そ
れ
（
筆
者
注
：
監
査
委
員
会
の
独
立
性
）
は
、
す
で
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
証
券
取
引
所
の
上
場
基
準
の
要
件
は
、
監

査
委
員
会
は
す
べ
て
独
立
し
た
取
締
役
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。﹂）
１８９
（

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
関
係
者
以
外
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
を
重
要
だ
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
規
定
は
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
と
し
て
有
用
で
な
く
、
ま
た
、
既
に
上
場
規
則
で
規
定
さ
れ
て
い
る
内

容
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
に
監
査
委
員
会
の
独
立
性
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
背

景
に
は
、
自
身
の
ア
ピ
ー
ル
や
法
的
権
限
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
た）
１９０
（

。
最
終
的
に
、
二
〇
〇
三
年
の
Ｎ

Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
で
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
よ
り
も
厳
し
い
基
準
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

第
五
節　

結　

論

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
を
促
し
た
法
ル
ー
ル
の
導
入
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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リ
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た
し
か
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
を
促
す
法
ル
ー
ル
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
的
に
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
の
関
係
で
導
入
さ
れ
て

き
た
が
、
単
純
に
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ
の
対
処
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を

受
け
て
、
連
邦
議
会
へ
の
ア
ピ
ー
ル
や
自
身
の
法
的
権
限
の
拡
大
の
た
め
に
、
法
ル
ー
ル
の
導
入
を
促
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
の
敵
対
的
買
収
に
お
い
て
、
経
営
陣
に
よ
る
防
衛
策
の
採
用
お
よ
び
社
外
取
締
役
の
関
与
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
は
、

直
接
的
に
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
関
係
し
て
い
た
と
い
え
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
弁
護
士

に
と
っ
て
望
ま
し
い
法
ル
ー
ル
の
設
定
を
行
う
一
方
で
、
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
や
自
身
の
優
位
性
も
考
慮
し
た
。
も
っ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
決
定
は
、
連
邦
議
会
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
介
入
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
が
失
わ
れ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
こ
の
問
題
に
介
入
し
な
か
っ
た
の
は
、
同
時
期
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
企
業
買
収

に
関
わ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
四
章　

お
わ
り
に　

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
似
た
組
織
と
し
て
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、

金
融
庁
の
も
と
で
の
﹁
審
議
会
等
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
自
ら
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
証
券
取
引
所
の
上
場
規
則
の
制

定
に
関
与
す
る
権
限
な
ど
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い）
１９１
（

。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
に
お
い
て
、
証
券
取

引
等
監
視
委
員
会
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
よ
う
な
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
会
社
法
を
改
正
す
る
場
合
、
ま
ず
法
制
審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
、
そ
こ
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
法
制

審
議
会
に
は
、
様
々
な
利
害
関
係
者
が
参
加
し
て
い
る
上
に
、
長
い
時
間
を
か
け
て
審
議
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ



（　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
二

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

八
二

ル
が
生
じ
て
政
治
的
注
目
が
高
ま
る
た
び
に
、
劇
的
な
改
正
が
行
わ
れ
る
可
能
性
と
い
う
の
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で

も
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

本
稿
の
検
討
で
は
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
﹁
こ
れ
こ
れ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
﹂
を
有
し
て
い
る
と
い
う
一
定
の
仮
定
を
置
い
た
。

も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
が
ど
こ
ま
で
他
の
文
脈
で
も
有
用
な
の
か
、
ど
れ
ほ
ど
の
一
般
性
を
有
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
検
討
で
き
て
い
な
い）
１９２
（

。
ま
た
、
証
券
取
引
所
自
身
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

義
務
付
け
に
至
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、﹁
そ
も
そ
も
社
外
取
締
役
の
導
入
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
役
立
つ
か
確
実
な
効
果
の
実
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂

﹁
各
会
社
の
創
意
工
夫
に
よ
る
最
適
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
阻
害
す
る
﹂
と
い
っ
た
経
済
界
か
ら
の
反
対
が
一
つ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
岩
原
紳
作
﹁﹃
会
社
法
制
の
見
直
し

に
関
す
る
要
綱
案
﹄
の
解
説
﹂
別
冊
商
事
法
務
三
七
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
頁
。

　
　
　

な
お
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
す
で
に
社
外
取
締
役
に
関
す
る
議
論
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
五
年
に
法
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
た
﹁
会
社
法
改
正
に
関

す
る
問
題
点
﹂
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
基
盤
が
な
く
時
期
尚
早
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
反
対
さ
れ
た
。
森
本
滋
﹁
社
外
監
査
役
制
度
﹂
民
商
法
雑
誌

一
〇
八
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
三
年
）
五
五
二
頁
参
照
。

（
2
）　

わ
が
国
で
は
、
社
外
取
締
役
を
法
規
制
に
よ
り
導
入
す
べ
き
と
い
う
見
解
が
多
い
と
さ
れ
る
。
大
杉
謙
一
﹁
社
外
取
締
役
（
独
立
取
締
役
）﹂
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
四
㈠
年

号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
二
頁
参
照
。

（
3
）　

本
稿
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
厳
密
に
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
独
立
取
締
役
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
そ
れ
以
外
の
場
面
で
は
、
独
立
取
締
役
も
含
め
た
意

味
で
社
外
取
締
役
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
つ
い
て
、
釜
田
薫
子
﹁
米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
独
立
性
と
構
造
的
偏
向
﹂

法
学
雑
誌
五
八
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
五
頁
参
照
。

（
4
）　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
関
す
る
説
明
の
仕
方
は
、
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
江
頭
憲
治
郎
﹃
株
式
会
社
法
︹
第
六
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇

一
五
年
）
三
八
〇
頁
は
、﹁
取
締
役
会
は
経
営
の
基
本
方
針
の
決
定
、
業
績
評
価
、
業
務
執
行
者
の
選
任
・
解
任
し
か
行
わ
ず
、
か
つ
、
取
締
役
会
の
構
成
員
の
全
部
ま
た
は



（　
　

）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
三

八
三

大
多
数
は
業
務
執
行
に
関
与
し
な
い
形
の
機
関
構
成
﹂、
神
田
秀
樹
﹃
会
社
法
︹
第
一
六
版
︺﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
一
七
九
頁
注
二
は
、﹁
取
締
役
会
の
役
割
と
し
て
は

業
績
評
価
を
社
外
取
締
役
に
よ
り
行
う
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
方
﹂
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
と
よ
ぶ
。
本
稿
で
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

特
定
の
役
割
や
機
能
を
念
頭
に
置
い
た
意
味
で
用
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
、
本
文
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
。

（
5
）　

川
濱
昇
﹁
取
締
役
会
の
監
督
機
能
﹂
森
本
滋
ほ
か
﹃
企
業
の
健
全
性
の
確
保
と
取
締
役
の
責
任
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
一
四
頁
。

（
6
）　

川
濱
・
前
掲
注
（
5
）
三
一
頁
。

（
7
）　

川
口
幸
美
﹃
社
外
取
締
役
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
八
四
～
八
五
頁
。

（
8
）　

戸
矢
哲
郎
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
四
頁
参
照
。
ま
た
、
合
理
的
行
動
の
意
味
に
つ
い
て
、
神
取
道
弘
﹃
ミ
ク
ロ
経

済
学
の
力
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
9
）　

本
稿
で
は
、
組
織
全
体
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
構
成
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
必
ず
し
も
組
織
全
体
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
一

致
し
な
い
と
の
批
判
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
組
織
内
部
で
様
々
な
仕
組
み
（
報
酬
や
昇
進
な
ど
）
を
用
い
て
、
組
織
全
体
と
構
成
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
一
致
さ

せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
戸
矢
・
前
掲
注
（
8
）
四
三
頁
）。
ま
た
、
本
稿
の
よ
う
な
単
純
な
仮
定
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及

が
促
さ
れ
て
き
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
単
純
な
仮
定
を
置
く
こ
と
の
一
般
的
な
意
義
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
斉
藤
淳
﹃
自
民
党

長
期
政
権
の
政
治
経
済
学
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
頁
参
照
。

（
10
）　

な
お
、
経
団
連
は
企
業
が
会
員
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
会
員
で
あ
る
。
ま
た
、
会
員
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
企
業
の
株
式
時
価
合
計
額
は
、
ア
メ
リ
カ
の

証
券
市
場
全
体
の
四
分
の
一
以
上
と
さ
れ
る
。
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
Ｈ
Ｐ
で
確
認
で
き
る
。http://businessroundtable.org/about （last visited D

ec. 22, 2014

）. 

（
11
）　A

m
y J. H

illm
an et al., C

orp
ora

te P
olitica

l A
ctivity: A

 R
eview

 a
n

d
 R

esea
rch

 A
gen

d
a

, 30 J. M
G

M
T. 837, 839 （2004

）.

会
社
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
政

治
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
ロ
ビ
ー
活
動
の
例
と
し
て
、L

ucian A
. B

ebchuk, T
h

e C
a

se for S
h

a
reh

old
er A

ccess : A
 R

esp
on

se to T
h

e B
u

sin
ess R

ou
n

d
ta

ble, 59 B
U

S.  

L
A

W
. 43 （2004

）. 

Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
会
社
の
委
任
状
説
明
書
に
株
主
が
提
案
す
る
取
締
役
候
補
者
の
説
明
を
記
載
す
る
と
い
う
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
提
案
に
、
様
々
な
理
由
を
付
け
て
反
対
し

た
。 

（
13
）　

戸
矢
・
前
掲
注
（
8
）
四
六
頁
、P

E
P

P
E

R D
. C

U
L

P
E

P
P

E
R

, Q
U

IE
T P

O
L

IT
IC

S A
N

D B
U

SIN
E

SS P
O

W
E

R 4 （2011

）.

（
14
）　C

U
L

P
E

P
P

E
R

, su
p

ra
 note 13, at 20. 

カ
ル
ペ
ッ
パ
ー
（P

epper D
. C

ulpepper

）
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
報
道
に
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
の
認
識

か
ら
、
他
の
新
聞
報
道
も
併
せ
て
用
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
カ
ル
ペ
ッ
パ
ー
の
研
究
と
は
異
な
り
、
政
治
的
注
目
に
着
目
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か
と
い
う
こ
と



（　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
四

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

八
四

を
主
眼
に
置
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
み
を
用
い
て
も
特
に
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
）　

松
中
学
﹁
わ
が
国
の
敵
対
的
買
収
と
防
衛
策
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
形
成
﹂
新
世
代
法
政
策
学
研
究
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
六
五
頁
参
照
。
松
中
は
、
わ
が
国
の
買
収
防
衛
策

を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
意
義
の
一
つ
に
、﹁
整
理
﹂
と
し
て
の
意
義
を
挙
げ
る
。

（
16
）　

ア
メ
リ
カ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
す
る
文
献
以
外
に
も
、
三
和
裕
美
子
﹁
機
関
投
資
家
の
発
展
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
﹂（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）、
新
保
博
彦
﹁
日
米
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
歴
史
的
展
開
﹂（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
17
）　

呉
曉
青
﹁
独
立
取
締
役
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹂
一
橋
法
学
一
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
八
三
頁
。

（
18
）　

川
濱
・
前
掲
注
（
5
）
三
九
頁
。

（
19
）　

川
口
・
前
掲
注
（
7
）
一
八
五
頁
。
川
口
は
、
こ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、﹁
業
務
執
行
機
関
と
は
別
個
独
立
し
た
監
視
・
監
督
機
関
の
必
要
性
を
示
す
﹂
と
述
べ
る
が
、

そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
初
出
の
論
文
（
尾
関
幸
美
﹁
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
社
外
取
締
役
制
度
の
一
考
察
﹂
一
橋
論
叢
一
一
九
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
五

二
頁
）
で
は
、﹁
ひ
い
て
は
社
会
的
責
任
の
実
現
に
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
川
濱
と
は
異
な
る
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）　

落
合
誠
一
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
役
割
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
、﹁
こ
れ
ら
の
見
解
の
背
景
と
な
る
理
念
が
相
違
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
は
か
な

り
ば
ら
つ
き
が
あ
﹂
る
と
し
た
上
で
、﹁
問
題
の
解
決
の
糸
口
﹂
は
、﹁﹃
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
﹄
の
基
本
的
な
原
理
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
近
道
﹂
と
す
る
。
落
合
誠
一
﹁
社

外
取
締
役
・
取
締
役
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
﹂
商
事
法
務
二
〇
二
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
～
一
九
頁
。

（
21
）　

法
ル
ー
ル
の
内
容
や
機
能
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
意
義
は
、
一
般
的
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
法
規
定
が
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
よ
り
説
得
的
に
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
森
田
果
﹁
透
明
化
の
意
義
と
法
形
成
過
程
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
九
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
頁
、
京

俊
介
﹁
著
作
権
政
策
形
成
過
程
の
分
析
㈠
︱
利
益
団
体
、
審
議
会
、
官
庁
の
行
動
に
よ
る
法
改
正
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
︱
﹂
阪
大
法
学
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
八

頁
参
照
。

（
22
）　

本
稿
の
問
題
意
識
に
近
い
と
思
わ
れ
る
論
文
と
し
て
、
大
杉
・
前
掲
注
（
2
）
一
三
頁
以
下
。
よ
り
詳
細
な
検
討
と
し
て
、
大
杉
謙
一
﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と

日
本
経
済
﹂
金
融
研
究
三
二
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
二
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
竹
下
ち
え
子
（
訳
：
王
子
田
誠
）﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
役
割
と
コ
ー

ポ
レ
イ
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
上
）﹂
商
事
法
務
一
三
二
七
号
（
一
九
九
三
年
）
三
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
普
及
が
社
会
的
・
政
治
的
圧
力
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
23
）　

花
崎
正
晴
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
の
エ
ン
ロ
ン
事
件
等
を
踏
ま
え
て
、﹁
ア
メ
リ
カ
の
制
度
改
革
が
対
症

療
法
的
な
性
格
を
有
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
暗
中
模
索
の
状
態
に
あ
る
と
冷
静
に
理
解
す
べ
き
﹂
と
述
べ
る
。



（　
　

）

な
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カ
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
五

八
五

（
24
）　

江
頭
憲
治
郎
﹁
経
済
団
体
等
に
よ
る
法
の
形
成
・
執
行
と
利
益
相
反
問
題
﹂
江
頭
憲
治
郎=

碓
井
光
明
編
﹃
法
の
再
構
築
︹
Ⅰ
︺
国
家
と
社
会
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
七
年
）
二
〇
三
頁
以
下
参
照
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
わ
が
国
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、Stavros G

adinis &
 H

ow
ell E

. Jackson, M
a

rkets a
s 

R
egu

la
tors : A

 S
u

rvey, 80 S. C
A

L
. L

. R
E

V. 1239 （2007

） 

は
、
世
界
の
主
要
な
取
引
所
（
八
ヵ
国
）
を
サ
ー
ベ
イ
し
、
政
府
当
局
と
証
券
取
引
所
の
間
で
ど
の
よ
う
な

権
限
分
配
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

（
25
）　

河
村
賢
治
﹁
自
主
規
制
と
会
社
法
︱
証
券
取
引
所
に
よ
る
上
場
会
社
規
制
を
中
心
に
し
て
﹂
商
事
法
務
一
九
四
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
五
頁
。

（
26
）　

温
笑
侗
﹁
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
所
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
﹂
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
七
七
頁
。

（
27
）　

江
頭
憲
治
郎
﹁
会
社
法
改
正
の
理
論
と
展
望
﹂
商
事
法
務
一
九
四
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
頁
参
照
。

（
28
）　

江
頭
・
前
掲
注
（
27
）
六
頁
注
六
。

（
29
）　

証
券
取
引
所
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
の
変
化
や
証
券
取
引
所
自
身
の
株
式
会
社
化
は
、
政
府
規
制
と
自
主
規
制
の
役
割
を
再
検
討
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
た
指

摘
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
比
較
す
る
と
ほ
と
ん
ど
の
国
の
規
制
機
関
は
人
的
物
的
資
源
に
乏
し
い
と
い
っ
た
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
貴
仁
﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ

る
ル
ー
ル
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
︱
独
立
取
締
役
の
導
入
と
証
券
取
引
所
の
役
割
を
題
材
に
し
て
︱
﹂
ソ
フ
ト
ロ
ー
一
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
二
頁
注
六
八
。

（
30
）　

な
お
、
本
稿
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
介
入
自
体
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
介
入
の
望
ま
し
さ
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ

う
な
基
準
で
そ
の
望
ま
し
さ
を
判
断
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
よ
う
な
公
的
機
関
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
資
本
市
場
の
関
係

に
つ
い
て
、H

ow
ell E

. Jackson &
 M

ark J. R
oe, P

u
blic a

n
d

 P
riva

te E
n

forcem
en

t of S
ecu

rities L
a

w
s: R

esou
rce-B

a
sed

 E
vid

en
ce, 93 J. F

IN
. E

C
O

N
. 

207 （2009

）.

（
31
）　

こ
の
図
の
社
外
取
締
役
と
は
、
会
社
の
役
員
や
従
業
員
と
い
っ
た
会
社
内
部
の
者
以
外
、
す
な
わ
ち
﹁
利
害
関
係
の
あ
る
取
締
役
（affiliated director

）﹂
と
﹁
独
立
取
締

役
﹂
で
あ
る
。Jeffrey N

. G
ordon, T

h
e R

ise of In
d

ep
en

d
en

t D
irectors in

 th
e U

n
ited

 S
ta

tes, 1995-2005, 59 Stan. L
. R

E
V. 1465, 1565 table1 （2007

）.

（
32
）　

川
濱
・
前
掲
注
（
5
）
九
頁
は
、
一
九
三
八
年
段
階
で
、
公
開
企
業
の
約
半
分
が
社
外
取
締
役
と
社
内
取
締
役
を
同
じ
だ
け
選
任
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
が
、
参
考
に
さ
れ

た
資
料
が
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
33
）　

温
・
前
掲
注
（
26
）
一
四
二
頁
。

（
34
）　

川
口
・
前
掲
注
（
7
）
四
〇
頁
注
二
九
に
よ
れ
ば
、
ミ
シ
ガ
ン
州
は
、
一
九
八
九
年
に
、
社
外
取
締
役
の
採
用
を
任
意
規
定
と
し
て
導
入
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
35
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1565 table1.

（
36
）　

C
harles M

. E
lson &

 C
hristopher J. G

yves, In
 re C

a
rem

a
rk : G

ood
 In

ten
tion

s, U
n

in
ten

d
ed

 C
on

sequ
en

ces, 39 W
A

K
E

 F
O

R
E

ST L
. R

E
V. 691, 693 
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ぜ
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タ
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デ
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さ
れ

て
き
た
の
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？

八
六

（2004

）.
（
37
）　

マ
イ
ル
ズ
・
Ｌ
・
メ
イ
ス
（
訳
：
道
明
義
弘
）﹃
ア
メ
リ
カ
の
取
締
役
﹄（
文
眞
堂
、
一
九
九
一
年
）
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
38
）　

た
と
え
ば
、
石
田
宣
孝
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
実
態
﹂
比
較
法
制
研
究
三
巻
（
一
九
七
八
年
）
一
一
八
頁
で
は
、
社
外
取
締
役
が
何
も
し
な
い
と
し
て
非
難

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1510-40

で
は
、
一
九
五
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
取
締
役
会
の
役
割
の
転
換
（
ア
ド
バ
イ
ス
機
能
か
ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
へ
）
が

検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
ゴ
ー
ド
ン
（Jeffrey N

. G
ordon

）
の
論
文
は
、
独
立
取
締
役
の
役
割
を
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
問
題
と
の
関
係
の
み
で
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
株
主
利
益
の
最
大
化

と
い
う
規
範
の
発
展
と
結
び
付
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
ゴ
ー
ド
ン
の
よ
う
な
社
会
規
範
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
ア

ク
タ
ー
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
40
）　

た
と
え
ば
、
川
口
・
前
掲
注
（
7
）
三
四
～
六
〇
頁
で
は
、﹁
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
社
外
取
締
役
の
展
開
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
九
七
〇
年

以
降
の
社
外
取
締
役
の
展
開
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1491. 

も
っ
と
も
、
こ
の
上
場
規
則
は
、
利
害
関
係
が
あ
っ
て
も
実
質
的
独
立
性
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
妥
協
的
な
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
大
杉
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
五
頁
。

（
42
）　Joel Seligm

an, A
 S

h
eep

 in
 W

olf’s C
loth

in
g: T

h
e A

m
erica

n
 L

a
w

 In
stitu

te P
rin

cip
a

les of C
orp

ora
te G

overn
a

n
ce P

roject, 55 G
E

O
. W

A
SH

. L
. R

E
V. 

325, 330-33 （1987

）.

（
43
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1515. 

そ
の
後
、
ペ
ン
・
セ
ン
ト
ラ
ル
社
の
粉
飾
決
算
が
発
覚
し
た
こ
と
で
、
問
題
が
よ
り
大
き
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
川
口
・
前
掲
注

（
7
）
三
四
頁
注
四
参
照
。

（
44
）　Seligm

an, su
p

ra
 note 42, at 330. 

（
45
）　B

utson Tom
, T

h
e N

a
tion

: A
 S

ca
n

d
a

l R
ocks T

h
e S

treet E
qu

ity F
u

n
d

in
g, N

.Y. T
im

es, A
pr. 8, 1973, at 239.

（
46
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1515.

（
47
）　

R
oberta S. K

arm
el, R

ea
lizin

g T
h

e D
rea

m
 of W

illia
m

 O
. D

ogla
s_T

h
e secu

rities a
n

d
 E

x
ch

a
n

ge C
om

m
ission

 Ta
kes C

h
a

rge of C
orp

ora
te 

G
overn

a
n

ce, 30 D
E

L
. L

. R
E

V. 79, 87 （2005

）.

（
48
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1516.
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同
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社
法
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六
七
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八
七

八
七

（
49
）　K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 87.
（
50
）　R

A
L

P
H L

. N
A

D
E

R
 E

T
 A

L
., T

A
M

IN
G

 T
H

E G
IA

N
T C

O
R

P
O

R
A

T
IO

N 61, 157 （1976

）.
（
51
）　W

illiam
 L

. C
ary, F

ed
era

lism
 a

n
d

 C
orp

ora
te L

a
w

: R
eflection

s U
p

on
 D

ela
w

a
re, 83 Y

A
L

E L
. J. 663, 700-01 （1974

）.

（
52
）　Seligm

an, su
p

ra
 note 42, at 337. 

（
53
）　Id

. at 338
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
を
引
用
。

（
54
）　M

E
LV

IN E
ISE

N
B

E
R

G
, T

H
E S

T
R

A
C

T
U

R
E

 O
F

 T
H

E C
O

R
P

O
R

A
T

IO
N : A

 L
E

G
A

L A
N

A
LYSIS （1976

）. 

も
っ
と
も
、
独
立
取
締
役
に
よ
る
監
視
を
強
調
す
る
主
張
に
対
し
て
は
、
批
判

も
あ
っ
た
。L

ew
is D

. Solm
on, R

estru
ctu

rin
g th

e C
orp

ora
te B

oa
rd

 of D
irectors : F

on
d

 H
op

efa
in

t P
rom

ise?, 76 M
IC

H
. L

. R
E

V. 581, 586 （1978

）.

（
55
）　

さ
ら
に
、
一
九
七
八
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
が
、C

orporate D
irector ’s G

uidebook （rev. 1978

） 

の
中
で
、
同
様
の
改
革
を
主
張
し
て
い
る
。

（
56
）　V

ictor B
rudney, T

h
e R

ole of th
e B

oa
rd

 of D
irectors: T

h
e A

L
I a

n
d

 Its C
rirics, 37 U

. M
IA

M
I. L

. R
E

V. 223, 224 （1982

）.

（
57
）　T

he B
usiness R

oundtable, T
h

e R
ole a

n
d

 C
om

p
osition

 of th
e B

oa
rd

 of D
irectors of th

e L
a

rge P
u

blicly O
w

n
ed

 C
orp

ora
tion

, 33 B
U

S. L
A

W
. 2083, 

2108 （1978

）.

（
58
）　

一
九
九
四
年
に
公
表
さ
れ
た
、A

M
E

R
IC

A
N L

A
W

 I N
ST

IT
U

T
E

, P
R

IN
C

IP
L

E
S O

F C
O

R
P

O
R

A
T

E G
O

V
E

R
N

A
N

C
E: A

N
A

LYSIS A
N

D R
E

C
O

M
M

E
N

D
A

T
IO

N
S （1994

） 

の
ド
ラ
フ
ト
で
あ
る
。

（
59
）　T

am
ar L

ew
in, T

h
e C

orp
ora

te-R
eform

 F
u

ror, N
.Y. T

im
es, June 10, 1982, at D1

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
を
引
用
。

（
60
）　Seligm

an, su
p

ra
 note 42, at 325

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
を
引
用
。

（
61
）　B

rudney, su
p

ra
 note 56, at 224. 

（
62
）　Seligm

an, su
p

ra
 note 42, at 339.

（
63
）　Id

. at 345. 

（
64
）　G

P2001

﹃
レ
ー
ガ
ン
の
新
連
邦
主
義
﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
年
）
五
～
七
頁
参
照
。

（
65
）　

川
口
・
前
掲
注
（
7
）
四
〇
頁
は
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
に
賛
成
し
て
い
た
こ
と
の
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
対
応
を
み
る
と
、

そ
の
こ
と
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
経
営
陣
の
考
え
方
に
関
す
る
誤
解
を
う
み
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
66
）　

梶
朋
美
﹁
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
︱
組
織
、
活
動
の
現
状
と
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
︱
﹂
調
査
と
情
報
五
四
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
頁
。

（
67
）　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
Ｈ
Ｐ
で
確
認
で
き
る
。http://w

w
w

.sec.gov/about/w
hatw

edo.shtm
l#.V

F71SulxlM
s （last visited D

ec. 23, 2014

）.

（
68
）　

西
村
尚
剛
﹁
米
国
証
券
取
引
委
員
会
（U

.S.SE
C

）
に
係
る
一
考
察
﹂
東
証
取
引
参
加
者
協
会
レ
ポ
ー
ト
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
五
頁
。
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）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
八

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

八
八

（
69
）　Jonathan R

. M
acey, T

h
e D

istortin
g In

cen
tives F

a
cin

g th
e U

. S
. S

ecu
rities a

n
d

 E
x

ch
a

n
ge C

om
m

ission
, 33 H

A
R

V. J. L
. &

 P
U

B
. P

O
L

’Y 639, 641 

（2010

）. 

メ
イ
シ
ー
（Jonathan R

. M
acey

）
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
中
で
も
特
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
部
門
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
連
邦
議
会
か
ら
の
評
価
を
高
め
よ
う
と
す
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
全
体
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
や
や
古
い
も
の
の
、
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ル
ー
ダ
ー
ほ
か
﹁＜

座
談
会＞

米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
相
違
（
上
）﹂
商
事
法
務
一
二
九
九
号
（
一
九
九
二
年
）
六
頁
で
は
、
規
則
の
制
定
も
具
体
的
な
案
件
の
処
理
も
ど
ち
ら
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
元
委
員
長
ル
ー
ダ
ー
氏
の
発
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
し
て
は
、特
定
の
部
門
を
特
に
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、た
と
え
、法
制
度
と
し
て
は
、そ
の
独
立
性
が
担
保
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
連
邦
議
会
か
ら
完
全
に
自
律
し
て
そ
の
決
定
を
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
（
上

川
龍
之
進
﹃
日
本
銀
行
と
政
治
﹄（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）
三
二
頁
参
照
）。
連
邦
議
会
は
、
委
員
の
選
任
や
予
算
の
決
定
を
通
じ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
圧
力
を
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
70
）　

http://w
w

w
.sec.gov/about/reports/sec-fy2014-budget-request-tables.pdf （last visited D

ec. 23, 2014

）.

（
71
）　

梶
・
前
掲
注
（
66
）
九
頁
注
四
九
参
照
。

（
72
）　

日
本
経
済
新
聞
社
編
﹃
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
素
顔
﹄（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
73
）　

M
acey, su

p
ra

 note 69, at 649.

（
74
）　Id

. at 641,648. 

（
75
）　

た
と
え
ば
、
わ
が
国
で
も
、
官
僚
組
織
が
こ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
戸
矢
・
前
掲
注
（
8
）
八
三
頁
参
照
。

（
76
）　M

acey, su
p

ra
 note 69, at 644. 

　
　
　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
議
会
が
決
定
す
る
年
間
予
算
を
よ
り
多
く
獲
得
す
る
た
め
に
、
議
会
か
ら
の
政
治
的
な
干
渉
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。John 

Sivolella, D
o P

olitics M
atter to this W

atchdog? T
he E

ffects of Ideology on C
ivil E

nforcem
ent at the U

.S. Securities and E
xchange C

om
m

ission 230 

（2013

） （unpublished P
h.D

. dissertation, C
olum

bia U
niversity

）, a
va

ila
ble a

t http://academ
iccom

m
ons.colum

bia.edu/catalog/ac:163348. 

こ
れ
ら
の
指

摘
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
議
会
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
決
定
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。B

arry R
. W

eingast, T
h

e 

C
on

gression
a

l-bu
rea

u
cra

tic S
ystem

 : A
 P

rin
cip

a
l A

gen
t P

ersp
ective （w

ith
 A

p
p

lica
tion

s to th
e S

E
C

）, 44 P
U

B.  C
H

O
C

IC
E 147, 180 （1984

）.

　
　
　

他
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
公
衆
の
利
益
よ
り
も
、
む
し
ろ
特
定
の
利
害
グ
ル
ー
プ
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。Jonathan R

. M
acey &

 D
avid D

. H
addock, 

S
h

irkin
g a

t T
h

e S
E

C
: T

h
e F

a
ilu

re of T
h

e N
a

tion
a

l M
a

rket S
ystem

, 1985 U
. lll. L

. R
ev. 315 （1985

）. 

本
稿
の
立
場
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
と
決
し
て
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
。
通
常
時
、
す
な
わ
ち
政
治
的
注
目
が
高
く
な
い
時
に
は
、
議
会
も
ま
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
そ
の
裁
量
を
委
ね
て
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
監
視
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
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リ
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ニ
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さ
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

八
九

八
九

ブ
を
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、専
門
的
な
分
野
や
技
術
的
な
分
野
で
あ
れ
ば
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、特
定
の
利
害
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
ロ
ビ
ー
活
動
の
影
響
を
受
け
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
後
で
あ
れ
ば
、
政
治
的
注
目
も
高
く
、
連
邦
議
会
の
監
視
も
強
い
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
特
定
の
利
害
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
連
邦
議
会
や
有
権
者
の
視
線
を
気
に
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
77
）　

た
と
え
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
八
八
年
に
議
決
権
に
関
す
る
規
則
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
の
裁
判
で
、
そ
の
規
則
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
権
限
を
越
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て

い
る
。
鈴
木
隆
元
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
一
株
一
議
決
権
原
則
㈠
﹂
法
学
論
叢
一
三
一
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
78
）　W

eingast, su
p

ra
 note 76, at 165. 

（
79
）　K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 87, 97. 

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
取
締
役
会
構
成
に
関
す
る
規
制
が
な
い
こ
と
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
80
）　Special Study G

roup, S
p

ecia
l S

tu
d

y on
 M

a
rket S

tru
ctu

re, L
istin

g S
ta

n
d

a
rd

s a
n

d
 C

orp
ora

te G
overn

a
n

ce, 57 B
U

S. L
A

W
. 1487, 1517 （2002

）.

（
81
）　E

xchange A
ct §

19 （b
）, K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 92.

（
82
）　E

xchange A
ct §

19 （c

）, K
arm

el, su
p

ra
 note 47, at 92.

（
83
）　Special Study G

roup, su
p

ra
 note 80, at 1522.

（
84
）　
﹁
米
贈
賄
禁
止
法
で
摘
発
急
増
、
当
局
、
法
令
を
積
極
適
用
、
外
国
勢
の
海
外
案
件
も
対
象
。﹂
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
二
〇
一
四
年
五
月
十
二
日
、
十
七
面
。

（
85
）　K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 92. 

（
86
）　

梅
本
剛
正
﹁
上
場
規
則
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹂
甲
南
法
学
四
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
三
頁
。

（
87
）　G

ordon, su
p

ra
 note 35, at 1523. 

（
88
）　Id

. at 1522.

（
89
）　L

ucian A
. B

ebchuk &
 A

ssaf H
am

dani, F
ed

era
l C

orp
ora

te L
a

w
 : L

esson
s from

 H
istory, 106 C

O
L

U
M

. L
. R

E
V. 1793, 1801 （2006

）.

（
90
）　R

oberta R
om

ano, L
a

w
 a

s P
rod

u
ct : S

om
e P

ieces of T
h

e In
corp

ora
tion

 P
u

zzle, 1 J.L
. E

con. &
 O

rg. 225, 234 fig. 1 （1985

）.

（
91
）　

神
田
秀
樹
﹁
企
業
買
収
に
関
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
改
正
﹂
商
事
法
務
一
一
四
六
号
（
一
九
八
八
年
）
三
頁
参
照
。

（
92
）　M

ark J. R
oe, D

ela
w

a
re’s C

om
p

etition
, 117 H

A
R

V. L
. R

E
V. 588, 626 （2003

）.

（
93
）　Stephen L

abaton, T
h

e “P
oison

 P
ill” Ta

kes a
 B

ea
tin

g, N
.Y. T

IM
E

S, N
ov. 14, 1988, at D2.

（
94
）　R

oe, su
p

ra
 note 92, at 626

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
リ
プ
ト
ン
の
コ
メ
ン
ト
を
引
用
。

（
95
）　M

ark J. R
oe, D

ela
w

a
re’s P

olitics, 118 H
A

R
V. L

. R
E

V. 2491, 2521 （2005

）.
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
〇

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

九
〇

（
96
）　W

itn
esses a

t Ta
keover B

ill H
ea

rin
g S

p
lit on

 P
reem

p
tion

 of S
ta

ke R
egu

la
tion

, 19 S
E

C
. R

E
G

. &
 L

. R
E

P. 851,851 （1987

）.
（
97
）　

実
際
に
、
経
営
者
団
体
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
受
け
て
、
短
期
間
で
立
法
を
行
っ
た
州
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
原
和
志
﹁
州
に
よ
る
企
業
買
収
規
制
の
展
開
と
現
況
（
下
）﹂

商
事
法
務
一
二
二
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
98
）　488 A

. 2d 858 （D
el. 1985

）.

（
99
）　R

oe, su
p

ra
 note 92, at 626 n.156.

（
１００
）　Id

. at 627. 
本
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
経
済
活
動
に
連
邦
政
府
が
介
入
す
る
こ
と
に
抑
制
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
連
邦
政
府
の
介
入
を
お
そ
れ
る
理
由
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
敵
対
的
買
収
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
八
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
法
と
い
う

連
邦
法
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
州
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
よ
う
に
自
身
に
と
っ
て
不
利
な
法
ル
ー
ル
の
改
正
が
行
わ
れ
る

か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
場
合
に
は
、
新
た
な
法
ル
ー
ル
が
連
邦
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
連
邦
政
府
の
介
入
を
お
そ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
連
邦
議
会
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
は
、
ス
タ
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
世
論
は
、
敵
対
的
買
収
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
議
会
で

議
論
さ
れ
る
内
容
も
対
象
会
社
に
防
衛
策
を
認
め
る
方
向
性
で
議
論
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
に
反
対
し
て
い
た
。Steven 

M
. D

avidoff, T
h

e S
econ

d
 T

h
e F

a
ilu

re of F
ed

era
l Ta

keover R
egu

la
tion

, 34 F
L

A
. S

T. U
. L

. R
E

V. 211, 225-26 （2007

）.

（
１０１
）　T

am
ar L

ew
in, B

usiness and the L
aw

: State C
ontrols O

n T
akeovers, N

.Y. T
im

es, N
ov 27, 1984, at D2.

（
１０２
）　D

avidoff, su
p

ra
 note 100, at 226.

（
１０３
）　R

oe, su
p

ra
 note 92, at 627.

（
１０４
）　

玉
井
利
幸
﹃
会
社
法
の
規
制
緩
和
に
お
け
る
司
法
の
役
割
﹄（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
九
年
）
六
四
頁
参
照
。

（
１０５
）　

玉
井
・
前
掲
注
（
１０４
）
七
六
頁
参
照
。
な
お
、
最
高
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
も
同
様
の
選
任
方
法
で
あ
る
。

（
１０６
）　

D
E

L
. C

O
N

ST. A
R

T. Ⅳ
, §
3. E

. N
orm

an V
easey, A

n
 E

con
om

ic R
a

tion
a

le for Ju
d

icia
l D

ecision
m

a
kin

g in
 C

orp
ora

te L
a

w
, 53 B

U
S. L

A
W

. 681, 682 

（1998

）. 

米
国
州
裁
判
所
セ
ン
タ
ー 

（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
） 

の
Ｈ
Ｐ
で
も
確
認
で
き
る
。http://w

w
w

.judicialselection.us/judicial_selection/m
ethods/selection_of_judges.

cfm
?state=

D
E

 （ last visited at D
ec. 24, 2014 

）. 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
選
任
方
法
が
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
七
年
以
降
と
さ
れ
る
。

（
１０７
）　

岩
田
太
﹁
合
衆
国
に
お
け
る
法
曹
一
元
制
度
の
一
考
察
︱
裁
判
官
選
任
過
程
研
究
か
ら
み
え
る
も
の
︱
﹂
上
智
法
学
論
集
四
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
頁
。
ア
メ
リ



（　
　

）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
一

九
一

カ
の
州
裁
判
所
の
裁
判
官
の
選
任
の
仕
組
み
や
そ
の
変
遷
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
説
明
に
つ
い
て
、F. A
ndrew

 H
anssen, L

ea
rn

in
g a

bou
t Ju

d
icia

l In
d

ep
en

d
en

ce 

: In
stitu

tion
a

l C
h

a
n

ge in
 th

e S
ta

te C
ou

rts, 33 J. L
E

G
A

L S
T

U
D

. 431 （2004

）.
（
１０８
）　http://w

w
w

.judicialselection.us/judicial_selection/m
ethods/judicial_nom

inating_com
m

issions.cfm
?state=

D
E

 （last visited at D
ec. 24, 2014

） 

（
１０９
）　

岩
田
・
前
掲
注
（
１０７
）
一
八
頁
注
五
六
参
照
。
法
律
家
が
公
選
制
よ
り
も
指
名
委
員
会
制
度
を
支
持
す
る
の
は
、
影
響
力
を
行
使
し
や
す
い
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
１１０
）　

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
は
、
わ
が
国
の
裁
判
官
の
よ
う
に
、
キ
ャ
リ
ア
制
度
の
も
と
で
生
涯
の
大
部
分
を
裁
判
官
と
し
て
過
ご
す
わ
け
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
裁

判
官
と
は
異
な
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
裁
判
官
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
森
田
果
﹁
消
費
者
法
を
作
る
人
々
︱
法
形
成

に
お
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
の
解
明
に
む
け
て
の
一
試
論
﹂
新
世
代
法
政
策
学
研
究
十
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
１１１
）　Jonathan R

. M
acey &

 G
eoffrey P. M

iller, Tow
a

rd
 a

n
 In

terest-G
rou

p
 T

h
eory of D

ela
w

a
re C

orp
ora

te L
a

w
, 65 T

E
X

. L
. R

E
V. 469, 506-07 （1987

）.

（
１１２
）　Id

. at 502. 

（
１１３
）　

玉
井
・
前
掲
注
（
１０４
）
九
七
頁
。

（
１１４
）　

白
井
正
和
﹃
友
好
的
買
収
の
場
面
に
お
け
る
取
締
役
に
対
す
る
規
律
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
一
九
四
～
九
五
頁
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
事
実
集
約
的
な
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
の
提
供
に
伴
う
不
明
確
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１１５
）　

B
rian R

. C
heffins, D

ela
w

a
re a

n
d

 th
e Tra

n
sform

a
tion

 of C
orp

ora
te G

overn
a

n
ce 25 （U

niversity of C
am

bridge F
aculty of L

aw
 R

esearch P
aper 

N
o. 64, 2014

）, a
va

ila
ble a

t http://ssrn.com
/abstract=2531640. 

（
１１６
）　M

acey &
 M

iller, su
p

ra
 note 111, at 502. 

（
１１７
）　Stephen M

. B
ainbridge, D

od
d

-F
ra

n
k: Q

u
a

ck F
ed

era
l C

orp
ora

te G
overn

a
n

ce R
ou

n
d

 Ⅱ
, 95 M

inn. L
. R

ev. 1779, 1785 （2011

）.

（
１１８
）　M

acey &
 M

iller, su
p

ra
 note 111, at 507. 

（
１１９
）　Jeffrey N
. G

ordon, C
orp

ora
tion

s, M
a

rkets, a
n

d
 C

ou
rts, 91 C

O
L

U
M

. L
. R

E
V. 1931, 1967 （1991

）. 

裁
判
官
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
圧
力
に
直
面
し
て
い
る
か

は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１２０
）　M

acey &
 M

iller, su
p

ra
 note 111, at 502. 

メ
イ
シ
ー
と
ミ
ラ
ー
（Jonathan R

. M
acey &

 G
eoffrey P. M

iller

）
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
官
が
、
弁
護
士
が
相

談
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
法
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
う
る
と
す
る
。

（
１２１
）　Jill E

. F
isch, T

h
e R

egu
lia

r R
ole of T

h
e D

ela
w

a
re C

ou
rts in

 T
h

e C
om

p
etition

 for C
orp

ora
te C

h
a

eters, 68 U
. C

IN
. L

. R
E

V. 1061, 1077 （2000

）.
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
二

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

九
二

（
１２２
）　Stephen J. M

assey, C
h

a
n

cellor A
llen

’s Ju
risp

ru
d

en
ce a

n
d

 th
e T

h
eory of C

orp
ora

te L
a

w
, 17 D

E
L

. J. C
O

R
P. L

. 683, 704 （1992

）.
（
１２３
）　F

isch, su
p

ra
 note 121, at 1077.

（
１２４
）　

も
ち
ろ
ん
、
白
井
・
前
掲
注
（
１１４
）
二
一
〇
頁
注
六
五
四
で
、
衡
平
法
裁
判
所
と
最
高
裁
判
所
の
間
に
お
い
て
も
、
基
準
の
適
用
に
関
し
て
温
度
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
衡
平
法
裁
判
所
と
最
高
裁
判
所
の
ス
タ
ン
ス
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
多
く
の
事
案
を
短
期
間
で
処
理
す
る
必
要
性
が
高
い
衡

平
法
裁
判
所
は
、
迅
速
な
対
応
を
よ
り
重
要
視
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
１２５
）　

他
に
も
﹁
脅
威
の
要
件
﹂
や
﹁
相
当
性
の
要
件
﹂
と
い
っ
た
枠
組
み
の
中
で
、
様
々
な
要
素
が
検
討
さ
れ
る
。
白
井
・
前
掲
注
（
１１４
）
三
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
１２６
）　U

nocal C
orp. V. M

esa P
etroleum

 C
o., 493 A

.2d 946 （D
el.1985

）.

（
１２７
）　

ユ
ノ
カ
ル
判
決
の
解
説
に
つ
い
て
、
伊
藤
靖
史
﹁
ユ
ノ
カ
ル
判
決
﹂
野
村
修
也
・
中
東
正
文
編
﹃M

&
A

判
例
の
分
析
と
展
開
﹄（
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四

六
頁
以
下
参
照
。

（
１２８
）　M

oran v. H
ousehold International, Inc., 500 A

. 2d 1346 （D
el. 1985

）.

（
１２９
）　P

aram
ount C

om
m

unications, Inc. v. T
im

e, Inc., 571 A
. 2d 1140 （D

el. 1990

）.

（
１３０
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31 at 1524-25, 

川
口
・
前
掲
注
（
7
）
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
１３１
）　F

rank H
. E

asterbrook &
 D

aniel R
. F

ischel, T
h

e P
rop

er role of a
 Ta

rget’s M
a

n
a

gem
en

t in
 R

esp
on

d
in

g to a
 Ten

d
er O

ffer, 94 H
A

V. L
. R

E
V. 1161 

（1981

）.

（
１３２
）　R

onald J. G
ilson, A

 S
tru

ctu
ra

l A
p

p
roa

ch
 to C

orp
ora

tion
s : T

h
e C

a
se A

ga
in

st D
efen

sive Ta
ctics in

 Ten
d

er O
ffers, 33 S

T
A

N L
. R

E
V. 819 （1981

）. 

E
asterbrook &

 F
ischel

お
よ
びG

ilson

の
主
張
に
つ
い
て
、
村
上
康
司
﹁
企
業
買
収
に
お
け
る
取
締
役
の
賠
償
責
任
㈡
﹂
立
命
館
法
学
三
二
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
八

～
七
一
頁
参
照
。

（
１３３
）　L

ucian A
. B

ebchuk, N
ote, T

h
e C

a
se for F

a
cilita

tin
g Ten

d
er O

ffers, 95 H
A

R
V L

. R
E

V. 1028 （1982

）.

（
１３４
）　

た
と
え
ば
、R

ichard L
. G

elfond &
 Steven B

. Sebastian, R
eeva

lu
a

tin
g th

e D
u

ties of Ta
rget M

a
n

a
gem

en
t in

 a
 H

ostile Ten
d

er O
ffer, 60 B

.U
. L

. 

R
E

V. 403, 468-69 

（1980

） 

は
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
会
社
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
決
定
を
行
っ
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
面
に
着
目
し
、
社
外

取
締
役
の
関
与
を
強
調
す
る
。

（
１３５
）　

森
田
果
﹁
企
業
買
収
防
衛
策
を
め
ぐ
る
理
論
状
況
（
上
）﹂
商
事
法
務
一
六
六
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
四
頁
。
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）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
三

九
三

（
１３６
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1494.

（
１３７
）　

川
濱
・
前
掲
注
（
5
）
二
六
頁
。

（
１３８
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1523~24.

（
１３９
）　

各
ア
ク
タ
ー
の
選
好
は
、
○＞

△＞

×
で
あ
る
。
な
お
、
異
な
る
ア
ク
タ
ー
間
の
選
好
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１４０
）　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
弁
護
士
協
会
は
、
そ
の
後
一
九
八
八
年
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
立
法
化
さ
れ
た
反
買
収
法
も
支
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。Stephen L

abaton, A
nti-

T
akeover M

ove A
dvances in D

elaw
are, N

.Y. T
im

es, Jan 5, 1988, at D4.

（
１４１
）　V

ictor B
rudney, T

h
e In

d
ep

en
d

en
t D

irector-H
ea

ven
ly C

ity or P
otem

kin
 V

illa
ge, 95 H

A
R

V. L
. R

E
V. 597, 610 （1982

）.

（
１４２
）　

な
お
、
本
稿
で
は
、
同
時
期
に
議
論
さ
れ
た
株
主
代
表
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
委
員
会
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
訴
訟
委
員
会
に
関
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
決
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
社
外
取
締
役
の
独
立
性
や
そ
の
役
割
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
取
締
役
会
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
構
成
自
体
に
直
接
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
（
も
ち
ろ
ん
、
言
及
し
た
判
決
も
あ
る
）。C

heffins, su
p

ra
 note 115, at 41. 

も
っ
と
も
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
は
、
訴
訟
委
員
会
の
独
立
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

弁
護
士
の
利
用
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
川
口
・
前
掲
注
（
7
）
一
一
三
頁
、
釜
田
薫
子
﹁
株
主
代
表
訴
訟
の
日
米
比
較
～
米
国
の
代
表
訴
訟
終
了
制

度
を
中
心
に
～
﹂
監
査
役
四
七
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
四
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
が
指
摘
す
る
よ
う
な
裁
判
所
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
か
ら
も
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
１４３
）　
﹁
ウ
ォ
ー
ル
街
の
犯
罪
続
発
、
内
部
情
報
で
不
当
に
利
益
︱
︱
﹃
個
人
客
逃
げ
る
﹄
当
局
、
危
機
感
。﹂
日
経
新
聞
朝
刊
一
九
八
六
年
六
月
一
日
、
五
頁
。　　

（
１４４
）　

M
A

R
K J. R

O
E

, S
T

R
O

N
G M

A
N

A
G

E
R

S
, W

E
A

K O
W

N
E

R
S152-53 

（1994

）, R
oberta R

om
an

o, T
h

e F
u

tu
re of H

ostile Ta
keovers : L

egisla
tion

 a
n

d
 P

u
blic 

O
p

in
ion

, 57 U
. C

IN
. L

. R
E

V. 457, 490-503 （1988

）.

（
１４５
）　

中
川
寛
之
﹁
ウ
ォ
ー
ル
街
に
広
が
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
衝
撃
波
﹂
世
界
週
報
六
七
巻
五
一
号
（
一
九
八
六
年
）
三
四
頁
参
照
。

（
１４６
）　

黒
沼
悦
郎
﹃
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
法
︹
第
二
版
︺﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
一
頁
。

（
１４７
）　

張
小
寧
﹁
証
券
犯
罪
の
総
合
的
研
究
㈠
﹂
立
命
館
法
学
三
四
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
七
〇
頁
。

（
１４８
）　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
裁
判
所
が
防
衛
策
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
敵
対
的
買
収
の
案
件
が
減
り
、
弁
護
士
の
収
入
も
減
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
指
摘
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
認
め
る
立
法
が
行
わ
れ
た
後
で
も
、
む
し
ろ
、
敵
対
的
買
収
に
よ
り
買
収
さ
れ
る
企
業
の
割
合
自
体
は
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（M

atthew
 D

. C
ain et al., D

o Ta
keover L

a
w

s M
a

tter? E
vid

en
ce from

 F
ive D

eca
d

es of H
ostile Ta

keovers 19-20 

（O
ct. 31, 2014

）, a
va

ila
ble a

t http://ssrn.com
/abstract=2517513

）。
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同
志
社
法
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六
七
巻
一
号�

九
四

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

九
四

（
１４９
）　

監
査
委
員
会
の
独
立
性
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
に
関
す
る
詳
し
い
解
説
に
つ
い
て
、
石
田
眞
得
編
﹃
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ

ー
法
概
説
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
〇
頁
以
下
参
照
︹
釜
田
薫
子
︺。
監
査
人
の
選
任
等
に
関
す
る
責
任
や
内
部
告
発
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
１５０
）　SE

C
, N

otice of F
ilin

g of P
rop

osed
 N

Y
S

E
 G

overn
a

n
ce C

h
a

n
ges, R

el. N
o.2003-154 

（N
ov. 7, 2003

）. 

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
則
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
、

A
pril K

lein, L
ikely E

ffects of S
tock E

x
ch

a
n

ge G
overn

a
n

ce P
rop

osa
ls a

n
d

 S
a

rba
n

es-O
x

ley on
 C

orp
ora

te B
oa

rd
s a

n
d

 F
in

a
n

cia
l R

ep
ortin

g,  

A
C

C
T. H

O
R

IZ
O

N
S, D

ec. 2003, at 343, 347-52., 

太
田
洋
・
佐
藤
丈
文
﹁
米
企
業
改
革
法
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
・
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
新
規
則
の
概
要
（
中
）﹂
商
事
法
務
一
六
四
〇
号
（
二

〇
〇
二
年
）
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
１５１
）　

G
ordon, su

p
ra

 note 31, at 1535.

（
１５２
）　

中
田
直
茂
﹁
エ
ン
ロ
ン
破
綻
と
企
業
統
治
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
（
上
）﹂
商
事
法
務
一
六
二
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
八
頁
、
鎌
田
信
男
﹁
エ
ン
ロ
ン

事
件
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
﹂
東
洋
学
園
大
学
紀
要
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
三
頁
、
野
口
悠
紀
雄
﹁
エ
ン
ロ
ン
不
正
経
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
そ
の
一　

デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
価
格
評
価
）﹂
週
刊
東
洋
経
済
六
一
四
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
八
～
九
九
頁
。

（
１５３
）　

岸
田
雅
雄
﹁
エ
ン
ロ
ン
事
件
と
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
﹂
法
学
教
室
三
五
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
頁
、
野
口
悠
紀
雄
﹁
エ
ン
ロ
ン
不
正
経
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
そ
の
二　

資
産
の
オ

フ
バ
ラ
ン
ス
化
）﹂
週
刊
東
洋
経
済
六
一
四
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
六
～
一
七
頁
。

（
１５４
）　K

lein, su
p

ra
 note 150, at 346.

（
１５５
）　

川
口
・
前
掲
注
（
7
）
九
〇
頁
。
こ
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
中
心
と
な
っ
て
設
置
し
た
諮
問
委
員
会
の
勧
告
が
あ
る
（
井
上
輝
一
﹁
米
国
諮
問

委
員
会
の
監
査
委
員
会
に
関
す
る
報
告
と
勧
告
︱
Ｓ
Ｅ
Ｃ
等
の
諮
問
委
員
会
（
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
委
員
会
）
報
告
書
︱
﹂
商
事
法
務
一
五
二
五
号
（
一
九
九
九
年
）
六
六
頁
参
照
）。

（
１５６
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1539. 

Ｂ
Ｒ
Ｔ
が
出
し
て
い
る
レ
ポ
ー
ト
に
そ
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ゴ
ー
ド
ン
が
引
用
す
る
Ｂ
Ｒ
Ｔ
の
Ｈ
Ｐ

で
は
す
で
に
削
除
さ
れ
て
お
り
、
原
典
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
１５７
）　M

ary W
. W

alsh, Is Tru
e R

eform
 P

ossible H
ere?:M

igh
ty B

u
sin

ess R
ou

n
d

ta
ble h

a
s R

esisted
 C

h
a

n
ge M

igh
ty B

u
sin

ess R
ou

n
d

ta
ble E

m
bra

ces 

C
h

a
n

ge, S
electively, N

.Y. T
im

es, Jul 14, 2002, at B1. 

（
１５８
）　H

.R
. 3

7
6

3
-T

h
e C

orp
ora

te a
n

d
 A

u
d

itin
g A

ccou
n

ta
bility, R

esp
on

sibility, a
n

d
 T

ra
n

sp
a

ren
cy

 A
ct of 2

0
0

2
: H

ea
rin

gs B
efore th

e H
ou

se 

C
om

m
. O

n
 F

in
. S

ervs., 107th C
ong. 100 （2002

）（statem
ent of F

ranklin D
. R

aines
）.

（
１５９
）　W

alsh, su
p

ra
 note 157, at B1.



（　
　

）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
五

九
五

（
１６０
）　G

retchen M
orgenson, B

u
sin

ess L
obby S

eeks to L
im

iti In
vestor V

otes O
n

 O
p

tion
s, N

. Y. T
im

es, Jun 6, 2002, at C1.
（
１６１
）　G

ordon, su
p

ra
 note 31, at 1539.

（
１６２
）　K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 98.

（
１６３
）　R

obert R
om

ano, T
h

e S
a

rba
n

es-O
x

ley A
ct a

n
d

 th
e M

a
kin

g of Q
u

a
ck C

orp
ora

te G
overn

a
n

ce, 114 Y
A

L
E L

.J. 1521, 1549 （2005

）. 

公
聴
会
で
の
証
言

は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
に
お
い
て
も
、
頻
繁
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
主
張
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。S

ee, 148 C
ong. R

ec. S6331 

（daily ed. July 8, 2002

） （statem
ent of Sen. 

Sarbenes

）.

（
１６４
）　K

arm
el, su

p
ra

 note 47, at 88.

（
１６５
）　

久
保
文
明
編
﹃
ア
メ
リ
カ
の
政
治
︹
新
版
︺﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
七
四
頁
︹
武
田
興
欣
︺。
条
約
の
批
准
等
い
く
つ
か
の
点
で
権
限
は
異
な
る
と
さ
れ
る
も
の
の
、

本
稿
の
検
討
に
は
特
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
１６６
）　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
議
員
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
も
立
法
権
を
持
た
な
い
。
法
案
を
作
る
こ
と
が
ま
さ
に
議
員
の
仕
事
で
あ
り
、
議
会
は
国
民
に
代
わ
っ
て

政
策
を
形
成
す
る
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
は
活
発
に
立
法
活
動
を
行
う
が
、
そ
こ
で
通
る
法
案
は
一
貫
し
た
政
策
に
な
り
に
く
い
と
さ
れ
る
。
久
米
郁

男
ほ
か
﹃
政
治
学
︹
補
訂
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
九
五
～
九
八
頁
。

（
１６７
）　

久
保
・
前
掲
注
（
１６５
）
八
三
頁
︹
武
田
興
欣
︺。

（
１６８
）　

久
保
文
明
ほ
か
﹃
ア
メ
リ
カ
政
治
︹
新
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
七
頁
︹
森
脇
俊
雅
︺。

（
１６９
）　

連
邦
議
会
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
確
認
で
き
る
。https://w

w
w

.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3763/actions （last visited D
ec. 28, 2014

）.

（
１７０
）　

当
時
の
下
院
は
、
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
っ
た
。
久
保
・
前
掲
注
（
１６５
）
七
七
頁
表
一
参
照
︹
武
田
興
欣
︺。

（
１７１
）　R

om
ano, su

p
ra

 note 163, at 1551. 

中
間
選
挙
が
そ
の
年
の
十
一
月
に
迫
っ
て
い
た
。

（
１７２
）　H

O
U

SE C
O

M
M

. O
N F

IN
. S

E
R

V
S., C

O
R

P
O

R
A

T
E

 A
N

D A
U

D
IT

IN
G A

C
C

O
U

N
T

A
B

IL
IT

Y, R
E

SP
O

N
SIB

IL
IT

Y, A
N

D T
R

A
N

SPA
R

E
N

C
Y A

C
T

 O
F 2002, H

.R
. R

E
P. N

O
. 107-414, at 14 （2002

） 

の§
15 

（A

） （5

） 

は
、﹁
独
立
取
締
役
が
実
際
に
独
立
し
て
い
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
規
則
や
基
準
、
実
務
が
十
分
か
ど
う
か
﹂
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
調
査
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
が
、
特
に
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。

（
１７３
）　

Id
. at 49.

（
１７４
）　R

om
ano, su

p
ra

 note 163, at 1551, 1552 table 2. 
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
六

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

九
六

（
１７５
）　Id

. at 1552 table2, 1554. 
（
１７６
）　

松
橋
和
夫
﹁
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
上
院
に
お
け
る
立
法
手
続
﹂
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
五
四
巻
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
頁
。

（
１７７
）　

当
時
の
上
院
は
、
民
主
党
が
多
数
党
で
あ
っ
た
。
久
保
・
前
掲
注
（
１６５
）
七
七
頁
表
一
参
照
︹
武
田
興
欣
︺。

（
１７８
）　

R
om

ano, su
p

ra
 note 163, at 1557.

（
１７９
）　S

E
N

A
T

E
. C

O
M

M
. O

N B
A

N
K

IN
G

, H
O

U
SIN

G
, A

N
D U

R
B

A
N A

F
FA

IR
S, P

U
B

L
IC C

O
M

PA
N

Y A
C

C
O

U
N

T
IN

G R
E

F
O

R
M

 A
N

D I N
V

E
ST

O
R

S P
R

O
T

E
C

T
IO

N A
C

T
 O

F 2002, S. R
ep. N

o. 107-205, 

at 52

︹hereinafter P
u

b A
ct

︺
の§

301

は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
を
要
求
す
る
。

（
１８０
）　R

om
ano, su

p
ra

 note 163, at 1552 table2. R
om

ano

の
集
計
に
よ
れ
ば
、
上
院
で
は
、
刑
事
的
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
や
非
監
査
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
、
会
計
産
業
の
規
制
な

ど
が
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
。

（
１８１
）　

Id
. at 1586-87.

（
１８２
）　Id

. at 1563.

（
１８３
）　

下
院
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
関
係
者
が
そ
れ
ほ
ど
呼
ば
れ
な
か
っ
た
の
は
、
下
院
の
多
数
党
で
あ
っ
た
共
和
党
は
、
民
主
党
と
比
べ
て
、
会
計
士
や
経
営
陣
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。Id

. at 1528.

（
１８４
）　P

u
b A

ct, su
p

ra
 note 179, at 24.

（
１８５
）　

公
聴
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
の
肩
書
に
﹁U

.S. Securities and E
xchange C

om
m

ission

﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
者
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
関
係
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

（
１８６
）　1 A

ccou
n

tin
g R

eform
 a

n
d

 In
restor P

rotection
 : H

ea
rin

gs B
efore th

e S
en

a
te C

om
m

. O
n

 B
a

n
k

in
g, H

ou
sin

g., a
n

d
 U

rba
n

 A
ffa

irs, 107th 

C
ong. 92

（2002

）（statem
ent of R

oderick H
ills

）︹hereinafter 1 S
en

a
te H

ea
rin

gs

︺.

（
１８７
）　Id

. at 67 （statem
ent of R

ichard C
. B

reeden

）, at 73 （statem
ent of D

avid S. R
uder

）, at 75 （statem
ent of H

arold M
. W

illiam
s

）.

（
１８８
）　R

om
ano, su

p
ra

 note 163, at 1575.

（
１８９
）　1 S
en

a
te H

ea
rin

gs, su
p

ra
 note 186, at 362 （statem

ent of Ira M
illstein

）.

（
１９０
）　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性
と
不
正
会
計
の
間
に
相
関
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。A

pril K
lein, A

u
d

it com
m

ittee, boa
rd

 of 

d
irector ch

a
ra

cteristics, a
n

d
 ea

rn
in

gs m
a

n
a

gem
en

t, 33  J
. A

C
C

T
 &

 E
C

O
N. 375, 376 （2002

）. 

た
し
か
に
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
と
不
正
会
計
の
相
関
を
支

持
す
る
実
証
研
究
も
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
提
自
体
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
場
合
、
公
聴
会
で
は
特
に
実
証
研
究
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
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）

な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
普
及
が
促
さ
れ

て
き
た
の
か
？

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

九
七

九
七

い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
（R

om
ano, su

p
ra

 note 163, at 1577

）、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
そ
れ
ら
の
実
証
研
究
を
理
解
し
て
、
そ
の
よ
う
な
前
提
に
た
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
１９１
）　

松
尾
直
彦
﹃
金
融
商
品
取
引
法
︹
第
三
版
︺﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
～
三
一
頁
参
照
。

（
１９２
）　

た
と
え
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
他
国
の
機
関
と
比
較
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
が
指
摘
す
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。John C

. C
offee, Jr., L

a
w

 a
n

d
 T

h
e M

a
rket: T

h
e Im

p
a

ct of E
n

forcem
en

t, 156 U
. P

A
. L

. R
E

V. 229,261 （2007

）.




